
平成２８年度監査テーマ：人口減少対策に関する事業全般について

指摘・意見の数　　指摘６（うち措置済み６，検討中０，未措置０）　　意見９７（うち措置済み９２，検討中５，未措置０）

担当課別の措置状況　（※１つの指摘・意見が複数の課等にまたがる場合があるため，上記 「指摘・意見の数」 とは一致しない。）

措置済み 検討中 未措置 措置済み 検討中 未措置

6 4 2

健康増進課 6 4 2

19 19

次世代育成・青少年課 12 12

医療政策課 3 3

東部保健福祉局＜徳島＞ 4 4

4 4 47 45 2

男女参画・人権課 6 6

企業支援課 2 2 8 7 1

労働雇用戦略課 2 2 7 7

水産振興課 9 9

農林センター 経営推進課 11 10 1

建設管理課 6 6

2 2 26 25 1

県立総合大学校本部 3 3

地方創生推進課 9 9

労働雇用戦略課 1 1 10 9 1

国際課 1 1 2 2

林業戦略課 2 2

6 6 98 93 5

100% 100.0% 100% 94.9% 5.1%

（参考）

平成３０年５月３１日公表分

指摘・意見の数　　指摘６（うち措置済み６，検討中０，未措置０）　　意見９７（うち措置済み９１，検討中６，未措置０）

平成２９年９月２９日公表分

指摘・意見の数　　指摘６（うち措置済み５，検討中１，未措置０）　　意見９７（うち措置済み７９，検討中１８，未措置０）

令和元年５月３１日公表分

　　　　　　　　　　　　　　　　措置状況
担当課等(H31.4.30時点）

指　　　　　摘 意　　　　　見

Ⅰ　人口増に直接寄与するもの

Ⅱ　育児環境の充実に寄与するもの

Ⅲ　県内の仕事・労働を増やすことに
寄与するもの

Ⅳ　ＵターンやＩターン等県外からの
労働人口の流入に寄与するもの

合計（※）

構成比
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措 置 状 況 一 覧 表

平成２８年度監査テーマ：人口減少対策に関する事業全般について

Ⅰ 人口増に直接寄与するもの

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

２ おなかの赤ちゃんサポート事業

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

16 (ｱ) 高精度超音波診断装置の整備

本事業の適法性・妥当性については，補助事業者であ 平成２９年度以降も高精度な超音波装置を購入するような （その後の取組）
る国立大学法人徳島大学の実績報告を書面で確認するだ 補助事業は行っていないが，今後，同様の事業を行う場合に
けでなく，責任者等に質問し，回答を得ることも必要な は，必要に応じ，書面以外の確認を行うことに努める。
手続だと思われる。（意見） （健康増進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は平成２８年度に廃止済みであるが，意見の趣旨を 措置済み

踏まえ，今後，類似の補助事業においては，必要に応じ，書
面以外の確認を行うことについて，課内会議で周知徹底を図
った。

（健康増進課）

17-19 イ 事業評価の有効性

徳島県の各死亡率については改善傾向にあるが，全国 平成２５年度から周産期医療協議会に設置している専門部 （その後の取組）
平均と比べるとその数値は決して良好とは言えない。特 会において，乳児死亡の原因究明に努めているところである。
に乳児死亡率は２．５（全国５位），新生児死亡率は１． なお，本県の乳児死亡率については，平成２８年３．０か
３（全国７位）となっており，その原因究明が今後重要 ら平成２９年１．９に，新生児死亡率については，平成２８
になってくるものと思われる。そしてその過程において 年１．１から平成２９年０．９となり，全国平均まで改善し
本事業が乳児死亡率および新生児死亡率の改善にどれほ た。
ど貢献しているのかを調査・検討するとともに，適切な （健康増進課）
評価基準を設定して頂きたい。（意見）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は平成２８年度に廃止済みのため，本事業の効果に 措置済み

係る調査・検討や評価基準の設定は困難であるが，頂いた御
意見のとおり，乳児・新生児死亡率が全国平均より高い原因
の究明は非常に重要であると考えており，乳児死亡症例を分
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析・検討するため，平成２５年度から設置している徳島県周
産期医療協議会専門部会において，引き続き原因究明に努め
る。

（健康増進課）

ウ 事業内容の有効性・効率性

19 (ｲ) 胎児超音波精密スクリーニング等に係る人材育成

本事業は，一般的な超音波検診では発見しがたい胎児 平成２９年度以降は，本県の総合周産期母子医療センター （その後の取組）
の異常等を早期発見・早期診断し，妊娠中や出産直後の に指定されている徳島大学病院において，専門医師を招いて
効果的な治療につなげ，予後の改善や救命することを目 の研修会の開催（外部産科医療機関の医師も参加）や各種事
的とした事業であり，出生率の向上，延いては少子化対 例検討等を行うなど，人材育成に取り組んでいるところであ
策に直接的に有効な事業であると言える。 る。
そのため研修会・セミナーの回数および参加者を増加 （健康増進課）

させ，胎児超音波精密スクリーニングに係る人材をより
多く育成していく必要がある。 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
また，施設見学もその施設先を探索し，より多くの参 本事業は平成２８年度に廃止済みであり，胎児超音波精密 措置済み

加者を募ることにより事業内容を充実していくことが必 スクリーニングに係る人材育成については，今後，総合周産
要ではないだろうか。（意見） 期母子医療センターに指定している徳島大学病院が中心とな

り行う。
（健康増進課）

20 (ｳ) 妊婦喫煙対策研修会の開催

本事業の有効性・効率性は，より多くの保健師等の方 妊婦の喫煙対策については，各保健所において実施してい （その後の取組）
に本研修会を受講して頂き，より多くの妊婦に対し禁煙 る母子保健に係る研修会や市町村保健師等と連携した会議等
指導・喫煙対策の強化を行っていくことにある。 あらゆる機会を捉え，平成２９年２月に作成したリーフレッ
平成２７年度はわずか１回しか開催されておらず，そ トの活用も図りながら普及啓発に継続的に取り組んでいると

の効果は僅少といわざるを得ない。さらに平成２８年度 ころである。
以降は実施する予定はなく，普及啓発に形を変えるとい （健康増進課）
うことである。
予算上の問題もあると思われるが，本事業の有効性を ＜参考：平成29年9月29日公表分＞

高めるためにも，今後は当該研修会を数多く開催すると 本事業は平成２８年度に廃止済みであり，当該研修会の開 措置済み
ともに，保健師等を中心とした普及啓発に努めて頂きた 催予定はないが，意見の趣旨を踏まえ，妊娠届出時等，妊婦
い。（意見） に直接啓発・指導する機会のある市町村保健師と連携し，平

成２９年２月新たに作成した妊婦の喫煙に関する啓発用リー
フレットの活用も図りながら，引き続き妊婦の喫煙対策に努
める。

（健康増進課）

Ⅱ 育児環境の充実に寄与するもの
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報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

１ 保育人材確保等推進事業

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

23 (ｱ) 保育人材就職等促進事業

委託業務完了報告書を読むだけでは，他の事業が紛れ 平成２９年度及び平成３０年度においても保育人材就職等 （その後の取組）
込んでいるように見えるため，少なくとも本事業に含ま 促進事業の委託業務完了報告書において，委託事業以外の関
れるものなのかどうかの区別がつくように記載させるべ 連事業については，明確に区分して記載させた。
きである。（意見） （次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２８年度保育人材就職等促進事業の委託業務完了報告 措置済み

書において，委託事業以外の関連事業については，明確に区
分して記載させた。

（次世代育成・青少年課）

イ 事業評価の有効性

24-25 (ｱ) 保育人材就職等促進事業

具体的な達成目標を設定した場合には，簡単な記載で 平成３０年度においても個々の事業ごとに達成目標を設定 （その後の取組）
十分であるから，それを取りまとめた資料を作成してお するだけでなく，事業全体として達成目標をまとめた資料を
くべきである。（意見） 作成した。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度から個々の事業ごとに達成目標を設定するだ 措置済み

けでなく，事業全体として達成目標をまとめた資料を作成し
た。

（次世代育成・青少年課）

25-26 (ｲ) 保育士資格等取得支援事業

最終的な目標を見据えて，年度ごとの達成目標も設定 県では，平成３１年度末には全ての幼保連携認定こども園 （その後の取組）
しておくことが必要であり，次年度以降は，そのように の職員が「保育士資格」及び「幼稚園教諭免許」の両方を保
すべきである。（意見） 有することを目標として設定していた。

しかし，国の調査（平成３０年４月１日時点）によると，
県内の幼保連携認定こども園の職員のうち，片方しか取得で
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きていない者は９１人であり，そのうち平成３０年度中の取
得予定者は約３１％であった。
全国の状況として，幼保連携型認定こども園の施設数の増

加に伴い，片方の免許状又は資格しか保有していない職員の
数が一定数あることから，国においては，「幼保連携型認定
こども園における保育教諭の幼稚園免許状及び保育士資格取
得の特例」を５年間延長することとなった。
県内の状況としても，幼保連携型認定こども園の施設数が

年々増加しており，取得対象者も増加していくことが予想さ
れることから，県においても，国が毎年実施している｢認定こ
ども園に関する調査｣をもとに，免許状・資格の取得状況を把
握しながら，平成３１年度末と設定していた目標を５年間延
長することとした。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
国の調査に併せて，平成３０年２月に幼保連携型認定こど 措置済み

も園の職員の「保育士資格」または「幼稚園教諭免許」のど
ちらか一方しか保有していない職員を把握するため調査を実
施した。この調査結果をもとに，平成３１年度末には全ての
幼保連携認定こども園の職員が「保育士資格」及び「幼稚園
教諭免許」の両方を保有することを目標として設定した。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度中に幼保連携型認定こども園の職員の「保育 検討中

士資格」及び「幼稚園教諭免許状」の保有状況を調査した上
で，平成３１年度までの資格等取得支援人数目標を設定する。

（次世代育成・青少年課）

26 (ｴ) 現任保育士等研修事業

具体的な達成目標を設定した場合には，簡単な記載で 平成３０年度においても研修を企画する段階において具体 （その後の取組）
十分であるから，それを取りまとめた資料を作成してお 的な参加人数等の目標を設定し，資料を作成した。
くべきである。（意見） （次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度から研修を企画する段階において具体的な参 措置済み

加人数等の目標を設定し，資料を作成した。
（次世代育成・青少年課）

27 (ｵ) 認可外保育施設研修事業
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具体的な達成目標を設定した場合には，それを示す資 平成３０年度においても研修を企画する段階において具体 （その後の取組）
料を作成しておくべきである。（意見） 的な参加人数等の目標を設定し，資料を作成した。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度から研修を企画する段階において具体的な参 措置済み

加人数等の目標を設定し，資料を作成した。
（次世代育成・青少年課）

ウ 事業内容の有効性・効率性

27-28 (ｱ) 保育人材就職等促進事業

参加者数が目標定員に達していない事業については， 平成３０年度においても潜在保育士研修会の実施にあたっ （その後の取組）
参加者が少ないことの原因を探り，その原因を解消して， ては，参加者のニーズに合った集客力のある講師を選定した
参加者を増やすよう努めなければならない。（意見） 結果，平成３０年度の参加者は１６１名（定員１９０名）と

いう十分な結果が得られた。
（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
参加者が少なかった潜在保育士研修会について，平成２９ 措置済み

年度事業の実施にあたっては，参加者のニーズに合った集客
力のある講師を選定することにより見直しを行った。
その結果，平成２７年度の参加者は５４名（定員１２０名）

であったが，平成２９年度の参加者は１３３名（定員１２０
名）という十分な結果が得られた。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
参加者が少ない事業について，委託先及び関係機関等との 検討中

協議の場を設け，原因を把握するとともに，目標達成に向け
た方策について検討する。

（次世代育成・青少年課）

２ シニア子育てサポーター支援事業

33-34 ウ 事業内容の有効性・効率性

平成２７年度は参加者の大多数が女性であったことか 平成３０年度も，シルバー大学校で子育て支援研修会の実 （その後の取組）
ら，今後，シニアの子育て支援の裾野を広げていくため， 施団体を通じて，活動内容などを聴取した。研修終了者等は，
シニア男性の子育て支援への参加を増やす必要があると ファミリー・サポート・センターの提供会員に登録したり，
の判断のもと，平成２８年度に団塊世代の男性に子育て 地域の子育て支援団体のイベントにボランティアで参加した
支援の協力を求めることを念頭に事業を計画したことは り，新たにシニアによる託児グループの立ち上げ（準備中）
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適切な判断だと思われる。今後も，実際に事業に参加し など，各種の子育て支援活動に携わっていることを把握した。
た者や事業に関与したシニア団体にアンケートをとり， また，「シニアボランティアの手引き」については，シル
個々の意見を聞きながら，事業を進めていくうえでの改 バー大学校やシルバー人材センター連合会が行うシニア向け
善点を見つけながら，具体的な事業計画に反映させてい 子育て支援講座で配付したり，栄養士の団体が実施する研修
くべきである。 のテキストとして活用されている。
また，「シニアボランティアの手引き」など本事業の （次世代育成・青少年課）

成果は有用性の高いものと思われるので，シニアの子育
てに実際に活用してもらうのが望ましい。「シニアボラ ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
ンティアの手引き」など本事業の成果はインターネット シニア子育てサポーター支援事業は平成２８年度で廃止済 措置済み
で公開しているのであるから，実際により広く活用され であるが，平成２９年度においては，シルバー大学校で子育
るよう，インターネットで公開しているという情報自体 て支援研修会を実施している団体を通じて，活動内容などを
を積極的に広報するよう努めるべきである。 聴取し，どのような支援を行ったのか把握することとした。
このほか，今後，個々の事業参加者にアンケートをと また，「シニアボランティアの手引き」を配付するととも

って，実際に子育て支援をしたのか，どのような子育て に広く活用いただけるようさらなる周知を図る。
支援をしたのかなどの実態を具体的に把握していくべき （次世代育成・青少年課）
である。（意見）

３ 放課後子ども総合プラン推進事業

イ 事業評価の有効性

40 (ｱ) 放課後児童支援員認定資格研修事業

放課後児童クラブは，今後ますますその重要性が高ま 平成３０年度の放課後児童支援員認定数（累計）は，目標 （その後の取組）
ると思われるので，放課後児童支援員認定数については， ７００人に対し約９割の６１６人を認定し，ほぼ達成できた。
今後，ニーズ量の調査を定期的に行い，状況に応じて適 現在，平成３１年度から４年間の目標の設定に向けて取り
宜，柔軟にかつより積極的な目標を再設定することが必 組んでいるところである。
要だと思われる。（意見） 今後も引き続き，毎年実施している「放課後児童健全育成

事業の実施状況調査」を踏まえ市町村と連携し，ニーズの把
握に努める。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
平成２９年度において各市町村が実施した「子ども・子育 措置済み

て支援事業計画」の見直し状況を踏まえて，放課後児童クラ
ブ及び放課後児童支援員の必要数を算出した。
平成２９年度の実績を踏まえ，平成３０年度においても，

現計画の目標認定数を修正せず高い水準の目標を維持するこ
とにした。
今後も引き続き，毎年実施している「放課後児童健全育成

事業の実施状況調査」を踏まえ市町村と連携し，ニーズの把
握に努める。

（次世代育成・青少年課）
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＜参考：平成29年9月29日公表分＞
放課後児童クラブの整備については，市町村が「子ども・ 検討中

子育て支援事業計画」に基づき実施しているが，平成２９年
度は，「子ども・子育て支援事業計画」の見直し年に当たっ
ており，ニーズ量に基づき整備計画も見直される見込みであ
る。市町村計画の見直し状況を踏まえて，放課後児童支援員
認定数の目標についても見直すこととする。

（次世代育成・青少年課）

41 (ｲ) 放課後児童クラブ等施設整備補助

放課後児童クラブの目標設置数は，現時点では妥当な 平成３０年度の放課後児童クラブ設置数は，目標１７６ク （その後の取組）
ものと思われるが，放課後児童クラブは，今後ますます ラブに対し，実績は１７４クラブであり，ほぼ達成できた。
その重要性が高まると思われるので，この事業について 現在，平成３１年度から４年間の目標の設定に向けて取り
も，(ｱ)の事業と同様，今後，ニーズ量の調査を定期的 組んでいるところである。
に行い，状況に応じて適宜，柔軟にかつより積極的な目 今後も引き続き，毎年実施している「放課後児童健全育成
標を再設定することが必要だと思われる。（意見） 事業の実施状況調査」を踏まえ市町村と連携し，ニーズの把

握に努める。
（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
平成２９年度において各市町村が実施した「子ども・子育 措置済み

て支援事業計画」の見直し状況を踏まえて，放課後児童クラ
ブの必要数を算出した。
平成２９年度の実績を踏まえ，平成３０年度においても，

現計画の目標設置数を修正せず高い水準の目標を維持するこ
とにした。
今後も引き続き，毎年実施している「放課後児童健全育成

事業の実施状況調査」を踏まえ市町村と連携し，ニーズの把
握に努める。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
放課後児童クラブの整備については，市町村が「子ども・ 検討中

子育て支援事業計画」に基づき実施しているが，平成２９年
度は，「子ども・子育て支援事業計画」の見直し年に当たっ
ており，ニーズ量に基づき整備計画も見直される見込みであ
る。市町村計画の見直し状況を踏まえて，放課後児童クラブ
の設置目標についても見直すこととする。

（次世代育成・青少年課）

４ 病院内保育所運営費補助事業
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45-46 ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

本事業については概ね妥当だといえるが，病院の提出 平成３０年度においても，補助対象施設から顧問税理士等 （その後の取組）
する決算書の精査方法について少し疑問が残る。 が決算書の数値及び剰余金の妥当性を確認した意見書等の提
徳島県は当該決算書について，決算書にある剰余金の 出を受け，補助額の適正性を確認した。今後も引き続き，適

額と，病院内保育所運営補助の計画書の中の剰余金の額 正な事業実施を行う。
を確認しているということであるが，決算書に記載され （医療政策課）
た剰余金の額の妥当性については検討していない。
剰余金は，当該法人の収益，費用の額，および資産の ＜参考：平成29年9月29日公表分＞

実在性，負債の網羅性によって大きく影響を受けるもの 顧問税理士等が決算書の数値及び剰余金の妥当性を確認し 措置済み
であり，また，剰余金は病院内保育所運営補助金の補助 た意見書等の提出を補助対象施設に求め，平成２９年度から
率に影響を与える重要な数値でもある。 より適正性が確認された事業を実施している。
したがって，その数値の適正性そのものを検討しなけ （医療政策課）

れば本来の精査にはならないのではないだろうか。ただ，
剰余金の適正性を精査するためには会計的な知識が必要
であり容易にできるものではない。
そこで今後は，顧問税理士等の外部の専門家から決算

書の適正性についての意見書等を入手することにより，
決算書の数値，特に剰余金の妥当性については確認して
おく必要がある。（意見）

46-47 イ 事業評価の有効性

本事業は，看護職員等の乳幼児の保育を助け，出産・ 平成３０年度においても，各補助対象施設に協力いただき， （その後の取組）
育児・保育による離職の防止と看護職員の再就職の促進 離職率及び再就職率の把握をした。
を図ることを目的としている。 平成２９年度と平成３０年度を比較すると，離職率はおお
そのため，本事業を遂行することにより，補助対象施 むね改善がみられたが，再就職率は低下していた。

設の離職率がどれほど改善されたのか，再就職率がどれ 再就職率に関しては，離職者が少ないと採用者が減ること
ほど上がったのかを把握してこそ本事業の有効性が図ら や算出に当たっての母数が少ないことから，直ちに事業の有
れると思われる。 効性を判断する数値として利用できないと考えるが，再就職
今後は，補助対象施設に協力を仰ぎ離職率および再就 者の１割程度が保育所を利用していることを確認した。

職率の把握に努めることが必要である。（意見） 今後も，事業の有効性確認のため，数値把握を継続してい
く。

（医療政策課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
平成２９年度の補助対象１３施設に協力いただき，離職率 措置済み

及び再就職率を把握した。
今後も本事業の有効性を確認するため，各補助対象施設の

離職率及び再就職率の把握に努める。
（医療政策課）
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＜参考：平成29年9月29日公表分＞
病院内保育所の運営には，保育士の人件費等多くの経費を 検討中

要するが，児童の健全育成及び看護職員の離職防止等を図る
勤務環境改善としての役割は非常に大きいものである。
平成２９年度末から本事業の目的に対する有効性を図るた

め，補助対象施設の離職率及び再就職率等の把握に努める。
（医療政策課）

47 ウ 事業内容の有効性・効率性

少子化対策・保育所の問題は，国としても重要な課題 関係各課と連携し，医療機関等への国や県の補助制度の周 （その後の取組）
として位置づけられており，平成２８年度より開始され 知，病院内保育所の設置状況調査を実施している。
た内閣府による補助制度｢企業主導型保育事業｣等により 国の補助制度については，平成３０年度末までに新たに３
保育所整備・運営の充実が図られている。 医療機関が助成決定を受けた。県の補助制度についても，補
徳島県においても国の制度の周知等，各課が連携する 助対象施設数が平成２８年度の１１施設から，平成３０年度

とともに，今後のニーズを踏まえながら県の補助制度の は１４施設へと増加した。今後もニーズを踏まえながら保育
充実等についても検討してみるべきではないだろうか。 施設の充実を図っていく。
（意見） （医療政策課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
国の企業主導型保育事業においては，各課が連携し，補助 措置済み

制度の周知に努めた。
県の補助制度においては，平成２９年度から補助対象の一

部拡大を行った。
（医療政策課）

５ 家庭児童相談室運営費

49-51 イ 事業評価の有効性

状況に大きな変化がない相談事例についても，年に１ 東部保健福祉局＜徳島＞に設置された家庭児童相談室に対 （その後の取組）
回程度は検証を行い，援助方針を確認して，より良い援 する本件意見については，個々の相談事例を検証し，支援方
助につなげていくことがのぞまれる。（意見） 針を適宜変更，修正のうえ相談者の課題解決につなげること

は重要であるという認識に立ち，平成３０年度においては個
別ケース検討会議を月１回開催し，大きな変化がない相談事
例についても，担当の家庭相談員が定期的に記録を見返し，
再支援が必要ないか等を検証し適切な支援につなげられるよ
うにしている。

（東部保健福祉局＜徳島＞）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
東部保健福祉局＜徳島＞に設置された家庭児童相談室に対 措置済み

する本件意見については，個々の相談事例を検証し，支援方
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針を適宜変更，修正のうえ相談者の課題解決につなげること
は重要であるという認識に立ち，平成２９年度以降は，状況
に大きな変化がない相談事例についても，担当の家庭相談員
が定期的に記録を見返し，再支援が必要ないか等を検証し対
応することで，適切な支援につなげられるようにした。

（東部保健福祉局＜徳島＞）

51-53 ウ 事業内容の有効性・効率性

家庭児童相談室と中央こども女性相談センターを別々 従来，東部保健福祉局＜徳島＞においては，家庭児童相談 （その後の取組）
に設置することにより，事案の軽重に応じた役割分担に 室と中央こども女性相談センターとの相談事例について情報
よる効率的運営が可能となるメリットを活かして，今後 共有を行うなど，連携を図ってきたところであり，平成３０
も連携をより緊密にしていくようにされたい。（意見） 年度においても事案の軽重に応じた役割分担による効率的運

営が可能となるメリットを活かし，緊密に連携し，利用者の
問題解決を支援している。

（東部保健福祉局＜徳島＞）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
従来，東部保健福祉局＜徳島＞においては，家庭児童相談 措置済み

室と中央こども女性相談センターとの相談事例について情報
共有を行うなど，連携を図ってきたところであり，引き続き，
事案の軽重に応じた役割分担による効率的運営が可能となる
メリットを活かし，今後もなお一層緊密に連携し，利用者の
問題解決を支援してまいりたい。

（東部保健福祉局＜徳島＞）

時間外や休日に対応を要する連絡が，家庭児童相談室 今後とも県民に対し児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」 （その後の取組）
あてに入った場合に，対応可能な窓口である中央こども を一層周知することで，児童虐待等の緊急を要する連絡を，
女性相談センターへ適切に誘導できるような方策を工夫 中央こども女性相談センターに誘導することとしたい。
すべきである。（意見） その取組として，「１８９」の啓発チラシを，平成３０年

度においても徳島合同庁舎本館の県政情報コーナーに置くと
ともに主任児童委員連絡・研修会で配布し，より多くの県民
の目に触れるよう周知している。

（東部保健福祉局＜徳島＞）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
今後，県民に対し児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」 措置済み

を一層周知することで，児童虐待等の緊急を要する連絡を，
中央こども女性相談センターに誘導することとしたい。
その取り組みとして，従来，家庭児童相談室のある徳島合

同庁舎新館の県政情報コーナーに置いていた「１８９」の啓
発チラシを，平成２９年度からは，新たに徳島合同庁舎本館
の県政情報コーナーに置くとともに主任児童委員連絡・研修
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会で配布し，より多くの県民の目に触れるよう改善した。
（東部保健福祉局＜徳島＞）

次回，家庭児童相談室のパンフレットを作成しなおす 今回ご意見を受けた家庭児童相談室のパンフレットは東部 （その後の取組）
際には，「その他の子どもに関する相談機関」として， 保健福祉局＜徳島＞で作成したものであり，各市役所の窓口
各市役所の窓口や，各市が設置する家庭児童相談室につ や，各市が設置する家庭児童相談室についての記載はしてい
いても記載すべきである。（意見） なかった。

県では，子育て支援ポータルサイト「とくしまはぐくみネ
ット」を開設し，市町村の児童福祉担当部局や，県の相談機
関，その他関係機関の業務内容や連絡先を網羅的に掲載し，
広く県民に対し情報発信を行っている。
利用者にとっての利便性向上を図るため，平成２９年度に

は家庭児童相談室のパンフレットに「とくしまはぐくみネッ
ト」のインターネットアドレスを追加掲載し，新規の相談者
に配布し，周知している。

（東部保健福祉局＜徳島＞）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
今回ご意見を受けた家庭児童相談室のパンフレットは東部 措置済み

保健福祉局＜徳島＞で作成したものであり，各市役所の窓口
や，各市が設置する家庭児童相談室についての記載はしてい
なかった。
県では，子育て支援ポータルサイト「とくしまはぐくみネ

ット」を開設し，市町村の児童福祉担当部局や，県の相談機
関，その他関係機関の業務内容や連絡先を網羅的に掲載し，
広く県民に対し情報発信を行っている。
平成２９年度からは利用者にとっての利便性向上を図るた

め，家庭児童相談室のパンフレットに「とくしまはぐくみネ
ット」のインターネットアドレスを追加掲載した。

（東部保健福祉局＜徳島＞）

６ 児童家庭支援センター運営事業

55-57 イ 事業評価の有効性

相談業務については，事業を進化・発展させていくた 児童家庭支援センターで対応した相談が，利用者の福祉の （その後の取組）
めに，具体的な評価基準を設定し，具体的な効果を測定 向上に寄与したかを検証するための指標となる評価基準を設
するべきである。 定し，平成２９年度から評価を開始した。
里親委託推進・支援等事業については，里親等委託率 評価において，相談窓口の周知についての点数が低かった

に関する設定目標の達成状況を把握しながら事業を進め ことを踏まえ，今後は，これまで以上に広報を強化すること
ていくことが重要である。（意見） とした。

なお，アンケートについては，電話相談の場合の調査が困
難なことから実施を見送ったが，援助記録の内容を検証・活
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用することにより，利用者の声を事業に反映させている。
また，従来からの支援活動を着実に実施するとともに，平

成２８年度より養子縁組サロンを里親サロンから独立させて
実施し，より身近な支援体制を構築している。
さらに，年２回開催していた里親支援専門相談員連絡協議

会を，平成２９年度より２か月に１回開催することとし，支
援体制を強化している。
これらの取組を通じ，里親委託率の動向を視野に入れつつ，

より積極的な啓発活動を実施していくこととしている。
（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
児童家庭支援センターで対応した相談が，利用者の福祉の 措置済み

向上に寄与したかを検証するため，児童家庭支援センターと
協議を行い，その指標となる評価基準を設定した。これに加
え，利用者の声を聞くためのアンケート調査を平成２９年度
より新たに実施することとした。
また，当事業が児童家庭支援センターに求める役割は，県

民の里親制度への認識を深め，その裾野を広げていくことと
考える。このため，従来からの支援活動を着実に実施したと
ともに，平成２８年度より養子縁組サロンを里親サロンから
独立させて実施し，より身近な支援体制を構築した。さらに，
年２回開催していた里親支援専門相談員連絡協議会を，平成
２９年度より２か月に１回開催することとし，支援体制を強
化した。これらの取組を通じ，里親委託率の動向を視野に入
れつつ，より積極的な啓発活動を実施していくこととしてい
る。

（次世代育成・青少年課）

57 ウ 事業内容の有効性・効率性

本事業の役割を効果的に果たすことができるように， 児童家庭支援センターは，従来より要保護児童対策地域協 （その後の取組）
他の機関との連携をより緊密にしていくようにされた 議会の代表者会に参加するなど，関係機関と連携し事業を実
い。（意見） 施している。

平成３０年度からは，児童家庭支援センターと各こども女
性相談センターの連携による，子どもを委託する前の里親に
対するトレーニング事業を開始しており，当事業を通じて，
里親支援体制の強化が図られている。
今後とも，児童家庭支援センターと各こども女性相談セン

ター，要保護児童対策地域協議会等の関係機関が，より緊密
に連携できるよう努めていく。

（次世代育成・青少年課）
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＜参考：平成29年9月29日公表分＞
児童家庭支援センターは，従来よりこども女性相談センタ 措置済み

ーと児童ケース会議を開催し，要保護児童対策地域協議会の
代表者会に参加するなど，関係機関と連携し事業を実施して
いる。これに加え，平成２９年度以降の新たな事業の実施も
視野に入れ，こども女性相談センターと十分協議を行い，適
時適切に支援できるよう体制を整備した。今後とも，児童家
庭支援センターと各こども女性相談センター，要保護児童対
策地域協議会等の関係機関が，より緊密に連携できるよう努
めていく。

（次世代育成・青少年課）

７ 結婚・子育てポジティブキャンペーン事業のうち
結婚・子育てポジティブキャンペーン

61-62 ウ 事業内容の有効性・効率性

今後も，機会を見つけて，本事業に際してとったのと 少子化対策に関する施策は，県次世代育成支援行動計画（徳 （その後の取組）
同様のアンケートをとるなどして，生の意見を聞き，実 島はぐくみプラン）に基づいて実施しており，計画の評価や
施する事業の優先順位を考える際の参考資料にするべき 少子化の現状，少子化対策行政に対する意見を把握するため，
である。（意見） 毎年，県民モニターによるアンケートを行っている。また，

各種事業の実施に当たっても，参加者にアンケートを取り，
効果や施策への要望等を伺っている。平成３０年度は，子育
て中の当事者や子育て支援団体の意見を聴く場として会議を
開催し，いただいた意見を基に，補正予算で事業構築を図っ
たところであり，今後とも，「県民が求める施策の実施」を
念頭に，様々な手法で意見を聴きながら施策づくりを進めて
いく。

（次世代育成・青少年課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
結婚・子育てポジティブキャンペーンは平成２７年度で廃 措置済み

止済であるが，これまでも事業実施の際などに参加者のアン
ケートを実施しており，本事業と同様にＳＮＳなども活用し
て県民の意見を聞き，各事業の参考資料とする。

（次世代育成・青少年課）

Ⅲ 県内の仕事・労働を増やすことに寄与するもの

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ
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１ とくしまジョブステーション運営費

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

65-67 (ｲ) 賃料・共益費の支出について

近隣の他のビルの賃貸料について情報収集を行い，本 平成３０年度においても，徳島労働局と連携して情報収集 （その後の取組）
事業の賃料額と比較検討し，今後の値下げ交渉に活かす を行い，値下げ交渉を行った結果，平成３１年度の賃料を減
べきである。（意見） 額できた。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
近隣の他のビルの賃借料について情報収集に努め，平成 措置済み

３０年度については，賃料を減額できた。
（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
徳島労働局とともに可能な範囲で情報収集を行い，平成 検討中

２９年９月から平成３０年度の賃料の値下げ交渉を行ってい
る。

（労働雇用戦略課）

徳島駅近辺に数多く存在する本事業の立地の候補とな 徳島労働局と県が一体的に事業を行う必要があるため，現 （その後の取組）
るべき物件について情報収集すべきである。仮に家賃の 時点では，現状と同程度の面積を確保できる物件が存在しな
大幅な削減が見込め，転居費用を考慮しても採算が合う かった。なお，平成３１年度については，賃料を減額できて
のであれば，真剣に移転を検討するべきであるし，転居 おり，今後も引き続き，徳島労働局と連携を図りながら，情
自体は困難であるとしても，賃料減額交渉の材料として 報収集に努める。
活用すべきである。（意見） （労働雇用戦略課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
徳島労働局と県が一体的に事業を行う必要があるため，現 措置済み

時点では，現状と同程度の面積を確保できる物件が存在しな
かった。なお，平成３０年度については，賃料を減額できて
おり，今後も引き続き，徳島労働局と連携を図りながら，情
報収集に努める。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
徳島労働局とともに可能な範囲で情報収集を行い，平成 検討中

２９年９月から平成３０年度の賃料の値下げ交渉を行ってい
る。

（労働雇用戦略課）
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68-69 ウ 事業内容の有効性・効率性

平日だけでなく土日にも業務を行うことができるよう 徳島労働局においては，利用者の利便性の向上を図るため， （その後の取組）
検討すべきである。（意見） 平成３０年２月１日から徳島駅のハローワークを第１，３土

曜日に開庁し，毎週火・木曜日には開庁時間を３０分延長す
ることとした。このため，とくしまジョブステーションの開
庁時間も徳島駅のハローワークに合わせることとし，国と県
が連携して就職支援を実施しているところである。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年８月に，徳島労働局と土日の開庁について協議 措置済み

をした結果，土日開庁はハローワーク徳島で実施しているが，
（第１，３土曜日と毎週火，木曜日１９時まで）来所者数が
少ないこと及びシステムの変更や人件費の増加など，費用対
効果も低いため，徳島駅のハローワーク（国）の開庁はしな
いとの回答があった。
とくしまジョブステーションにおいては，来所者に十分な

就職支援を実施するためには，駅のハローワークと合わせて，
開庁することが必須であると考えていることから，土日開庁
は，現時点では困難であると考えている。
今後，雇用情勢等が大きく変化するような場合には，徳島

労働局と再度協議を実施する予定である。
（労働雇用戦略課）

利用者の利便性に関するアンケート調査を実施すべき 平成３０年度において，ジョブナビとくしまの登録者に対 （その後の取組）
である。また，本事業の窓口を利用することなくＵター して，アンケート調査を実施するためのシステム改修を行っ
ン就職が実現した件数や，その事例の把握にも努めるべ た。
きである。（意見） 平成３１年度においては，本システムにより利用者の利便

性に関するアンケート調査を実施する予定である。
（労働雇用戦略課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
ジョブナビとくしまの登録者に対して，アンケート調査を 措置済み

実施するため，平成３０年度にシステムを改修するよう，予
算措置済みである。また，本事業以外の地方創生関連事業や，
就職支援協定締結大学からの情報提供により，引き続き事例
の把握に努める。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
ジョブステーション利用者にアンケート調査を実施する。 検討中

また，ジョブステ―ション以外でＵターン就職した件数や，
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その事例についても把握に努める。
（労働雇用戦略課）

２ 男女共同参画交流センター推進事業

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

74-75 (ｱ)「フレアとくしま」相談事業

本事業においては多数の個人情報が集められ保管され 平成３０年度においても，「面接相談」については，緊急 （その後の取組）
ていることと思われることから，その保管場所等のセキ 時の連絡のため氏名，電話番号を収集しているが，その予約
ュリティー体勢は万全にする必要がある。 受付簿は，面接終了時にシュレッダーで廃棄処分した。
徳島県はこの個人情報の保管に関し，施錠した書庫に また，「講座参加者名簿」についても，講座修了時にシュ

保管し，参加者名簿は講座終了時にシュレッダーで処分 レッダーで廃棄処分した。
しているということであり，ある程度は評価できるが， さらに，保管の必要がある相談内容を記載した記録票等は，
個人情報の漏洩にはなお一層の注意を払う必要があると 施錠可能なキャビネットに保管するとともに，キャビネット
思われる。（意見） の鍵の取扱方法も定めており，十分慎重に取り扱っている。

相談内容を記載した記録票については，平成２９年度以降
は，個人情報が識別できる氏名，電話番号の記載をしないこ
ととしている。

（男女参画・人権課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
「ときわプラザ」が収集する「情報」には，「電話相談」， 措置済み

「面接相談」，「講座参加者名簿」等がある。
このうち，「電話相談」については，匿名で受け付けてお

り，個人情報は収集していない。
「面接相談」については，緊急時の連絡のため氏名，電話

番号を収集しているが，その予約受付簿は，面接終了時にシ
ュレッダーで廃棄処分している。
「講座参加者名簿」についても，講座修了時にシュレッダ

ーで廃棄処分している。
保管の必要がある相談内容を記載した記録票等は，施錠可

能なキャビネットに保管するとともに，キャビネットの鍵の
取扱方法も定めており，十分慎重に取り扱っている。
また，意見を受け，平成２９年度からは，相談内容を記載

した記録票については，個人情報が識別できる氏名，電話番
号の記載をしないこととした。

（男女参画・人権課）

75-76 イ 事業評価の有効性

本事業の目的は，ときわプラザの利用者数を増加させ 相談件数については，平成２９年度が１，３７０件，平成 （その後の取組）
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ることではなく，上述したように，男性も女性も一人の ３０年度が１，２６０件となっており，これは，相談事業が，
人間として個性を発揮できる社会の実現および女性の活 県民から信頼されている結果であると考えている。今後も県
躍促進を図るとともに，男女共同参画の視点での子育て 民から信頼される相談事業の推進に努める。
支援の実施により，人口減少対策に向けた少子化対策を 図書の閲覧・貸出については，平成２９年度及び平成３０
図ることにある。 年度において，年間１か月程度実施する図書キャンペーン等
確かにときわプラザの利用者数を増加させることも大 の期間を利用して，利用目的，満足度，継続利用希望度等に

切ではあるが，そのことだけをもって本事業を評価する 関するアンケートを実施した。
のでは不十分といわざるを得ない。 アンケート結果によると，利用目的については，図書の貸
ときわプラザの利用者が，相談することにより，また 出しが多く，満足度については，両年度とも約９割の方が「満

図書を閲覧・貸出されることにより，自らの社会生活・ 足している」「ほぼ満足している」と答えており，継続利用
日常生活にどれほど役に立ち，あるいは変化を与え，住 についても，回答者全員が希望している。
みよい生活環境を手に入れたのかまで調査して具体的に また，アンケートに「読み聞かせ」の要望があったため，
把握することが，本事業の成否を判定する尺度になるの 平成３０年度は，図書コーナーにおいて月１回程度の「読み
ではないだろうか。 聞かせ」を行い，リピーターも徐々に増えつつある。
もちろん，その調査担当者，調査方法，予算上の問題 （男女参画・人権課）

はあるが，本事業を成功裏に導き，今後も進化・発展さ
せていくためには，どうしても必要なことである。 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
男女共同参画社会を実現し，子育て支援の実施により 「ときわプラザ」における相談事業は，匿名により相談を 措置済み

人口減少対策に向けた少子化対策を一日でも早く実現で 受け付けていることから，相談者は，何でも気軽に相談でき
きるよう，その評価方法の改善を求めるところである。 るようになっている。このような相談に対して相談員は，ま
（意見） ずは傾聴することで相談者の悩みや重荷を取り除き，状況に

応じて関係機関へ紹介するなど，解決への手がかりを提供す
ることを業務としている。
このように，相談は匿名であるため，相談者の個々の変化

まで調査することは難しいが，全体としては，相談件数が，
平成２７年度は１，０９７件，平成２８年度は１，２６８件
と増加しており，相談事業が，県民から信頼されている結果
であると考えている。
図書の閲覧・貸出については，意見を受け，平成２９年度

から，年間１か月程度実施する図書キャンペーン等の期間を
利用して，利用目的，満足度，継続利用希望度等に関するア
ンケートを実施することにより，新たな事業評価を行うこと
とした。
また，アンケート結果は，今後の事業の検討に活用するこ

ととした。
（男女参画・人権課）

ウ 事業内容の有効性・効率性

76-77 (ｱ) 「フレアとくしま」相談事業

男女共同参画社会の実現のためには，県民からの多数 「ときわプラザ」では，その設置の趣旨に鑑み，開設当初 （その後の取組）
の相談に応じ，その解決策を提案することは重要な事業 から「電話相談」は男女ともに行っており，「面接相談」に
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ではあるが，その窓口をもっと男性にも広げるべきでは ついては女性は月３回，平成２４年度からは男性についても
ないだろうか。男女とも同じように窓口を広げ，お互い 月１回行っている。
の意見・考え方を把握してこそ，本来の男女共同参画社 平成３０年度においては，男性にもっと「ときわプラザ」
会が実現できるのではないだろうか。 に関心を持ってもらうことを目的として，父親と子どもを対
男性にも仕事上や家庭内あるいは子育て上の悩みは山 象にしたクッキング講座や，家庭生活に関する男性向け講座

積されている。今後は，男性にもその相談窓口を広げ， などを実施した。
最終的には，男女平等に機会を設けて頂きたい。（意見） 今後も，男性相談をはじめとする「ときわプラザ」におけ

る事業の周知に努める。
（男女参画・人権課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
「ときわプラザ」では，その設置の趣旨に鑑み，開設当初 措置済み

から「電話相談」は男女ともに行っており，「面接相談」に
ついては女性は月３回，平成２４年度からは男性についても
月１回行っている。
しかしながら，男性相談の件数が少ないことから，まずは

男性相談を行っていることをさらに周知するため，平成２９
年度に新たに男性相談用のチラシを作成し，相談の必要性が
高いと思われるひとり親の男性等に対して配付することによ
り男性相談の周知に努めた。
また，意見を受け，平成２９年７月に，新たに男性のみを

対象とした法律講座を実施した。
（男女参画・人権課）

77-78 (ｳ) 図書資料等の閲覧・貸出等の推進事業

ときわプラザの図書と県立図書館の図書との棲み分け 平成３０年度においても，県立図書館において，「ときわ （その後の取組）
をハッキリすべきではないだろうか。経費削減もそうで プラザ」の案内を常設するとともに，「徳島県男女協調週間」
はあるが，男女共同参画に関する図書はときわプラザに に合わせて，特設展示コーナーで「ときわプラザ」の書籍，
集中的に保管し，県立図書館を訪れた県民がときわプラ 講座等の案内を行った。
ザにも足を向けるように，その導線を引くことも今後検 「ときわプラザ」の 図書コーナー利用者に対するアンケー
討すべき留意事項のように思われる。（意見） トを実施したところ，図書コーナーのことを「県立図書館で

知りました。」という回答があった。
今後も，県立図書館における「ときわプラザ」の案内を継

続実施することで，さらなる利用促進に努める。
（男女参画・人権課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
県立図書館では，県民にとってあらゆる分野の図書が閲覧 措置済み

できる必要性がある。
「ときわプラザ」の図書についても，地域の子育てや調査

・研究等において不可欠なものとなっている。
意見を受け，平成２９年度からは，今後のさらなる「とき
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わプラザ」の利用促進を図るため，県立図書館において，「と
きわプラザ」の案内を常設するとともに，「徳島県男女協調
週間（毎年７月７日から７月１３日まで）」に合わせて，特
設展示コーナーで「ときわプラザ」の書籍，講座等の案内を
行うことにより，「ときわプラザ」へ県民の導線を引くこと
とした。

（男女参画・人権課）

３ フレアとくしま１００講座

85-86 イ 事業評価の有効性

本事業の目的は，各講座により多くの県民が参加する 講座参加者の実践的活動への参加意欲度を測定するため， （その後の取組）
ことにより，男女共同参画社会を実現させ，延いては人 平成２９年度から，アンケート内容に，「講座を受けて実践
口減少対策に向けた少子化対策に貢献することにある。 してみようと思ったか」「どのように実践してみようと思っ
その意味で，イベント・講座による実践的活動への参 たか」という項目を追加した。

加意欲度６０％を目標数値にしたことは大いに評価でき 「実践してみようと思った」という参加意欲度については，
るが，その実数値が把握されていないため目標数値の設 平成２９年度が７２％，平成３０年度が８４％であった。
定が意味のないものとなっている。 実践方法については，講座での情報を基に，「身近な生活
アンケート内容は，性別，年齢の他，講座の内容およ の中でできることから行う」など，自分なりに工夫して取り

び運営方法，今後の講座内容等となっているが，講座を 入れようとしていることがうかがえる。
受講したことによって今後それを実践でどう活用してい 今後も，講座受講者の参加意欲の向上に資するよう，県民
くのかの質問が欠けているように思われる。 ニーズに対応した講座の実施に努める。
今後は，アンケートに受講した内容の活用方法等を含 （男女参画・人権課）

めるとともに，実践的活動への参加意欲度を測定する必
要があるのではないだろうか。（意見） ＜参考：平成29年9月29日公表分＞

講座受講に係るアンケート内容については，意見を受け， 措置済み
平成２９年度から様式を変更し，実践意欲に関する項目や活
用方法等に係る項目を追加することにより，講座参加者の実
践的活動への参加意欲度を測定することとした。

（男女参画・人権課）

86 ウ 事業内容の有効性・効率性

男女共同参画社会の実現に向けては，様々な観点・視 「フレアとくしま１００講座」（平成２８年度以降は「フレ （その後の取組）
点より問題点を考察する必要があるが，当該事業の場合 アキャンパス講座」）については，これまでと同様に「徳島
その視点の整理が行われていないのではないだろうか。 県男女共同参画基本計画（第３次）」の主要課題に沿うとと
年間実施している講座の中には，その内容が重複してい もに，講座受講者からのアンケート結果も踏まえて実施して
るものもあるように思われ，視点の整理ができたならば， おり，平成２９年度は２１７講座，平成３０年度は２００講
年間２３６もの講座を行う必要はないのではないだろう 座を実施した。
か。確かに予算の上では多額の歳出を生じてはいないが， 企画委託事業は，男女共同参画を推進する活動団体に対す
時間的なロスというものを避ける意味でも今後は講座内 る育成支援の意味合いもあり，これらの団体が，プロポーザ
容の整理が必要になると思われる。 ル方式による選定へ応募することにより，企画，計画，実施，
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また，企画委託講座のプロポーザル方式による選定に 振り返りのプロセスを踏むことで団体の育成が図られること
ついても，委託料が１０万円～１３万円という少額であ から，引き続き平成３０年度においても，プロポーザル方式
ることから，今後は委託講座内容の整理とともに，時間 とした。また，事業内容については，団体からの提案型とは
的なロスを避けるためにも随意契約（１号）により委託 別に，社会的ニーズに応じて県が設定したテーマによる募集
先の選定を行うべきではないだろうか。（意見） 型など，より質の高い内容になるよう努めている。

（男女参画・人権課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２７年度に実施した「フレアとくしま１００講座」（平 措置済み

成２８年度以降は「フレアキャンパス講座」）は，「ときわプ
ラザ」が主体となって実施する「主催講座（１１０講座）」
や，男女共同参画活動団体等が自ら設定したテーマにより「と
きわプラザ」を活用して実施する「共催講座（７５講座）」，
特定のテーマに基づいた団体等からの事業提案により県から
委託して実施する「企画委託講座（１１講座）」，企業や県民
がスポンサーとなる「企業等コラボスポンサー講座（４０講
座）」がある。
このうち「ときわプラザ」が主体となって直接企画実施す

る「主催講座」については，「徳島県男女共同参画基本計画
（第３次）」の主要課題に沿って整理，構成されている。
また，社会的ニーズが高い講座や参加が多く見込まれる講

座については，県民の受講機会の複数回確保のため，講座の
質の向上にも努めながら引き続き実施することとした。
その他の講座についても，各団体等が主体となって実施す

るものであることから，今後も各団体等の自主性を重んじな
がら引き続き実施することとしている。
企画委託事業は，男女共同参画を推進する活動団体に対す

る育成支援の意味合いもあり，これらの団体が，プロポーザ
ル方式による選定へ応募することにより，企画，計画，実施，
振り返りのプロセスを踏むことで団体の育成が図られること
から，引き続きプロポーザル方式による選定としている。

（男女参画・人権課）

４ 働き輝く！とくしまづくり応援事業

イ 事業評価の有効性

89-90 (ｱ) 働く女性応援ネットワーク会議

どのように日常業務の参考にしたのか，どのように次 平成３０年４月に，引き続きホームページで平成２９年度 （その後の取組）
年度以降の施策に反映させたのか，事業の執行後等にお の県施策への反映状況を公表した。また，平成３１年４月に，
いて，ホームページなどにより説明できるようにすべき 平成３０年度の県施策への反映状況を公表した。
である。（意見） （労働雇用戦略課）
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＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年６月にホームページで県施策への反映状況を公 措置済み

表した。
（労働雇用戦略課）

90 (ｲ) テレワーク活用ネットワーク会議

事業効果については，ホームページなどにより，県施 平成３０年３月に，引き続きホームページで平成２９年度 （その後の取組）
策への反映状況など，具体的に説明できるようにすべき の県施策への反映状況を公表した。また，平成３１年４月に，
である。（意見） 平成３０年度の県施策への反映状況を公表した。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年６月にホームページで県施策への反映状況を公 措置済み

表した。
（労働雇用戦略課）

91-98 エ 関連事業の遂行手続の適法性・妥当性

県内に１団体しか委託先候補がないのであれば，少な 平成３０年度以降は，プロポーザル方式を導入し，提示金 （その後の取組）
くとも，県外の他の団体から見積もりを徴収したり，見 額の妥当性を審査・確認し，委託先を決定している。
積書の積算内容について近隣他県等との比較を行ったり （労働雇用戦略課）
するなどして，県内唯一の団体の提示金額の妥当性を確
認すべきである。（指摘） ＜参考：平成29年9月29日公表分＞

平成２９年４月に県外の団体から見積もりを徴収し，積算 措置済み
内容について比較・検討を行い，提示金額の妥当性を確認し
た。

（労働雇用戦略課）

県が会議のメンバーとして個別に依頼した人物が代表 平成３１年度におけるテレワークに関する事業について （その後の取組）
を務める団体が，テレワークに関する５つの委託事業の も，引き続きプロポーザル方式を導入し，委託先を決定する
すべてを，２号随意契約で受託している状況であり，公 ことで公平性を確保した。
平性を疑われることは避けられない。 （労働雇用戦略課）
個々の事業の検討・検証をするのではなく，本県テレ

ワーク推進の方向性を検討する会議のメンバーに，限定 ＜参考：平成30年5月31日公表分＞
された委託先団体を選定することは，客観的に見れば誤 平成３０年度におけるテレワークに関する事業について 措置済み
解を招く恐れがあるので，すべきではない。会議におい は，プロポーザル方式を導入し，委託先を決定することで公
て，委託先団体については，会議を構成するメンバーと 平性を確保した。
してではなく，事業の進捗状況や課題等を報告する立場 （労働雇用戦略課）
として，会議に招くべきである。（指摘）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
当該団体は，本県のテレワークの普及･推進の中核を担っ 検討中
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ており，当該団体を会議のメンバーから除くことは，県内に
おけるテレワークの普及に関する議論を行う上で著しく支障
をきたすこととなり，本会議のメンバーから当該団体を除く
ことは適当ではないと考えている。
一方で，県内においてテレワークを実施する企業・団体は

徐々に増加していることから，事業の公平性を保つため，平
成３０年度以降は随意契約ではなく，プロポーザル方式の導
入を検討している。

（労働雇用戦略課）

５ ふるさとクリエイティブ・ＳＯＨＯ事業者誘致事業補助金

100-101 イ 事業評価の有効性

本事業は，制度の創設や改良というソフトの充実の段 平成３１年度に策定予定の新行動計画においても，主要指 （その後の取組）
階から，そのソフトを利用・改良しながら得られる実績 標として，当補助金における誘致実績も含めた企業立地数を
をもって評価できる段階にきていると思われる。 数値目標として立てる予定である。
評価基準として誘致事業者数など何らかの数値目標を （企業支援課）

立てることを検討するべきである。（意見）
＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本県では，「全国屈指の光ブロードバンド環境」という強 措置済み

みを活かして，情報通信（ＩＣＴ）関連企業の集積を図って
おり，「新未来『創造』とくしま行動計画」の中でも主要指
標として，「情報通信関連企業の集積数」について数値目標
（H㉚３６事業所）を設定している。
これは，当補助金単独の数値目標ではないものの，当補助

金における誘致実績のうち半数以上がＩＣＴ関連企業として
上記集積数に反映されている。
このことから，この数値目標にプラスして当補助金単独の

数値目標を設定する必要性はないものと判断した。
今後も当補助金を活用して情報通信関連企業の集積を図っ

ていく。
（企業支援課）

６ サテライトオフィス型テレワーク実証事業

105-107 ウ 事業内容の有効性・効率性

「自然豊かな地域で暮らしながら大都市及び海外の市 平成３０年度においても，当該事業の受託者を選考する際 （その後の取組）
場を開拓するテレワーク実証事業」が，「サテライトオ の評価判断基準に，事業本来の目的である「都市部の仕事を
フィス型テレワーク実証事業」の本来の目的に合致する 地方で行うものとなっているか。」という文言を追加し，選
ものであったか疑問であると言わざるを得ない。 考委員会において企画内容を審査した。
事業の本来の趣旨に沿うものであるかどうか疑義の残 （企業支援課）
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る企画については，企画の内容をより慎重に検討したう
えで，疑義が解消されない場合には，当該企画自体は， ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
何らかの有用性が見いだせるとしても，その事業として 「サテライトオフィス型テレワーク実証事業」を発展させ， 措置済み
は実施しないという判断をするべきであった。（意見） テレワークの更なる普及に向けたモデルの構築や新たな地域

への展開を目的として「サテライトオフィス型テレワーク促
進事業」を平成２９年度に実施している。
意見の趣旨を踏まえ，当該事業の受託者を選考する際の評

価判断基準に，事業本来の目的である「都市部の仕事を地方
で行うものとなっているか。」という文言を追加し，選考委
員会において企画内容を審査した。

（企業支援課）

７ とくしまＬＥＤ・デジタルアート推進事業

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

109-111 (ｱ) とくしまＬＥＤ・デジタルアートコンテンツ制作業務

本事業のような，先例が多くなく，業務を履行できる 平成２９年度に実施した「とくしまＬＥＤ・デジタルアー （その後の取組）
事業者がどれくらいあるのか不明な，新規の事業につい トコンテンツ制作事業業務」においても，委託先事業者の類
て随意契約を締結する際には，委託先に対し，先に実施 似作品の相場価格や過去の業務実績に基づき，見積内容の妥
した事業があるならば，その規模や内容，費用を守秘義 当性を確認した。
務等の法的義務に反しない範囲で開示してもらい，契約 （企業支援課）
内容を調整するべきである。そのようなことをすること
によって，委託先には，事業費に相応しい事業内容にし ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
なければならないという動機づけになるし，発注者とし 平成２７年度に実施した「とくしまＬＥＤ・デジタルアー 措置済み
ても，事業内容をできるだけよいものにしようとする努 トコンテンツ制作業務」における見積内容について，他県の
力をしたと説明できることになる。（指摘） 先行事例の事業費と比較し，妥当性を確認した。

また，平成２８年度に実施した同業務においても，委託先
事業者の類似作品の相場価格や他県の導入事例に基づき，見
積内容の妥当性が確認できた。
今後においても，ＬＥＤ・デジタルアート作品の導入に当

たっては，委託先事業者や導入実績がある他の公共団体等か
ら規模や内容，費用等について情報提供を求め，導入する作
品の内容を考慮した上で，見積内容の妥当性を総合的に判断
し，契約内容を調整するよう努める。

（企業支援課）

111-112 (ｲ) デジタルアート展開催事業業務

見積書の提出を受けるだけでなく，記載された内容は 平成３０年度に実施した４Ｋプロジェクションマッピング （その後の取組）
妥当であることがのちにも確認できるようにするため， の上映イベントにおいても，運営委託先事業者から提出され
そのことを確認できる書面（例えば，内訳書）の提出を た見積書の内訳により妥当性を確認するとともに，関係書類
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求め，その書面を残しておくべきである。（指摘） を適切に保管している。
（企業支援課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２７年度に実施した「デジタルアート展開催事業業務」 措置済み

における見積内容について，委託先事業者からの聞き取りで
妥当性を確認していたが，見積書に詳細が添付されていなか
ったため，見積内訳書の提出を求め，内容の妥当性を確認し
た。
今後においても，見積内容の妥当性を書面で確認の上，保

管することとする。
（企業支援課）

112-113 イ 事業評価の有効性

デジタルアート展に県内外から約６万人来場という絶 海洋自然博物館マリンジャムにおいて，平成２９年１２月 （その後の取組）
対数で評価するのは一つの方法であるが，評価方法とし から平成３０年１月の間にデジタルアート展を開催したとこ
てはそれだけでは十分ではないように思われる。事業の ろ，来館者数が過去３か年平均と比較して約３倍となった。
効果を測るのであれば，例年に比べての対比もすべきで これは，世界的に注目されているクリエイティブ企業によ
あり，例年に比べて増加しているのだとしたら，その増 る作品が話題を呼び，ＳＮＳやメディアでの情報拡散等によ
加数（増加割合）を明示し，その要因を分析するべきで り大きな集客に繋がったものと考えられる。
ある。（意見） （企業支援課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
デジタルアート展を開催した「あすたむらんど徳島」の来 措置済み

場者数について，デジタルアート展開催前の平成２６年３月，
４月期実績と開催期間中の平成２８年３月，４月期実績を比
較したところ，デジタルアート展開催期間中は来場者数が約
７５％増加した。これは，デジタルアートへの注目が高まっ
ていることや世界的なクリエイティブ企業の作品を体験でき
ることから大きな反響を呼び，来場者数の増加に繋がったも
のと考えられる。
今後においても，対比できるデータの分析を行い，事業の

効果を測ることとする。
（企業支援課）

８ 新規就農総合支援事業

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

118 (ｲ) 青年就農給付金事業（経営開始型）

本事業は給付金を交付する事業であり，そのため給付 平成３０年度についても，県や関係機関で構成するサポー （その後の取組）
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対象者の要件および給付後の就農実績の確認が重要な視 トチームにおいて就農状況を確認した。
点となる。国の要綱では，給付後の就農実績の確認は， 平成３１年度からは，市町村が交付対象者の就農意欲や実
市町村が行うこととなっているが，不正受給が行われる 績について国が示したチェックリストを用いて，交付継続，
ことのないように，各市町村等の行った確認については， 中止を判断することとしている。
県は市町村と十分連携して，その結果報告を受ける必要 （農林水産総合技術支援センター 経営推進課）
があると思われる。（意見）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
就農状況は市町村が主体となり，県等と協力して，青年等 措置済み

就農計画等に即して計画的な就農が行われているか実施状況
を確認し，指導を行っている。
平成２９年度に国の制度変更があり，県も就農状況を確認

する「新規就農者サポート体制」が設けられた。
県や関係機関で構成するサポートチームは，定期的に新規

就農者の営農状況の把握・指導を行い，交付３年目には営農
状況や経営実績を確認する中間評価の実施，交付期間終了後
５年間は就農報告を提出させることとしている。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

ウ 事業内容の有効性・効率性

119 (ｱ) 青年就農給付金事業（準備型）

農業大学校の卒業生の就農率を高め，農業大学校の生 農業大学校生受給者数は，平成２７年度全受給者数５名中 （その後の取組）
徒数に対する給付金受給者の割合を高めることも重要課 ３名で６０％であったが，平成２８年度全受給者数１１名中
題と言えるのではないだろうか。（意見） ８名で７２％，平成２９年度は全受給者数１３名中１２名で

９２％，平成３０年度全受給者数１３名中９名で６９％の割
合となっている。
意見を受け，生徒中の受給割合を高めるよう，平成２９年

度以降，教員によるホームルームでの周知や制度担当者が直
接農業大学校に説明に出向き学生への情報提供を行ってい
る。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
従来より県が運営しているホームページにおいて制度の周 措置済み

知を行うほか，年３回研修生募集の広報を行っている。
農業大学校生受給者数は，平成２７年度全受給者数５名中

３名で６０％であったが，平成２８年度全受給者数１１名中
８名で７２％の割合となっている。
意見を受け，生徒中の受給割合を高めるよう，平成２９年

度から大学校のホームルームでの周知や掲示を行い，学生へ
の情報提供を行っている。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）
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120 (ｲ) 青年就農給付金事業（経営開始型）

当該給付金は，農業経営を中止した場合においても， 平成２９年度以降，県も就農状況を確認する「新規就農者 （その後の取組）
遡って返還の義務はない。したがってその給付には慎重 サポート体制」が設けられ，サポートチームが定期的に新規
な対応が必要である。 就農者の営農状況の把握・指導を行い，交付３年目には営農
本事業を有効に効率よく行っていくためにも，給付対 状況や経営実績を確認する中間評価の実施，交付期間終了後

象者の要件の確認，申請書の内容の審査，就農後の就農 ５年間は就農報告を提出させ，県としても就農状況を確認し
実績の確認について十分に注意を払い，各市町村等の審 ている。
査結果を再調査することも検討して頂きたい。（意見） 平成３１年度からは，市町村が交付対象者の就農意欲や実

績について国が示したチェックリストを用いて，交付継続，
中止を判断する予定である。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
給付対象者の要件や申請書の内容の確認は，市町村が主体 措置済み

となり，県等関係機関と連携して面接を行い，審査しており，
平成２８年度までは，就農報告を交付期間終了後３年間提出
し，青年等就農計画等に即した計画的な就農状況の確認や指
導を行っていた。
平成２９年度に国の制度変更があり，県も就農状況を確認

する「新規就農者サポート体制」や，給付金返還要件が設け
られた。
県や関係機関で構成するサポートチームでは，定期的に新

規就農者の営農状況の把握・指導を行い，交付３年目には営
農状況や経営実績を確認する中間評価の実施，交付期間終了
後５年間は就農報告を提出させ，県としても就農状況を確認
している。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

９ 農業するなら徳島で！就農研修支援事業

125-126 イ 事業評価の有効性

本事業の目的は，県内で農業研修を受けたい人，農業 平成２８年度以降は，別の国交付金を活用し，研修事業を （その後の取組）
を始めたい人，就農して間もない方を対象に，先進農家 実施している。
の現地見学会を開催するとともに，就農を希望される方 当該事業に関しては，意見を踏まえ，「受講者のうち新規
に短期間の雇用を通じた農業法人等での実践研修に取り 就農者数」，「受講者に対する新規就農者割合」の把握に努め
組む機会を提供し，県内での就農促進を図ることにある。 ており，事業が開始した平成２７年度から平成３０年度まで
つまり究極の目的は受講者数を増加させることではな 毎年８０％を超える受講者が新規就農している。
く，県内での就農を促進することにある。したがって評 （農林水産総合技術支援センター 経営推進課）
価基準もその目的に沿う数値にしなければならない。
現実に受講者のうち新規就農者数を把握しているので ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
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あるから，今後は「受講者のうち新規就農者数」および 平成２７年度国交付金事業において，農業研修受講者数を 措置済み
｢受講者に対する新規就農者割合」等を目標数値に入れ 評価指標としていたが，当該国交付金は，平成２７年度で廃
るべきではないだろうか。（意見） 止となった。

平成２８年度は，別の国交付金を活用し，研修事業を実施
しているが，評価指標は，他の複数の事業を合わせた共通の
指標を定めているため，個別事業ごとの指標はなくなった。
当該事業に関しては，意見を踏まえ，「受講者のうち新規

就農者数」，「受講者に対する新規就農者割合」について把握
をした。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

126 ウ 事業内容の有効性・効率性

本事業の有効性をさらに向上させるためにも，ホーム 平成２９年度以降は「農の宝島!!とくしま」にfacebookペ （その後の取組）
ページをさらに活用するとともに，研修の様子などを ージを追加する委託契約を締結しており，ホームページで全
ＳＮＳ等で公開するなど，その周知を全国に向けること 国に向けて情報発信を行っている。
により，県外からの受講生確保に尽力し，移住者・定住 また，委託先において，業務内容や研修生募集広告・印刷
者の増加に繋げて頂きたい。 物作成に要する経費を安価にできるよう，従来より相見積り
また，本事業の性質上，委託先を法人Ａとすることに をとっている。平成２９年度以降，その見積り結果を県でも

は問題はないが，その委託料については十分検討し，相 確認を行い，削減に努めた。
手先の言われるがままになるのではなく，ある事業につ （農林水産総合技術支援センター 経営推進課）
いては相見積もりをとる等により，少しでも安価にでき
るよう努力して頂きたい。（意見） ＜参考：平成29年9月29日公表分＞

県で運営しているホームページ「農の宝島!!とくしま」に 措置済み
おいて，平成２８年度から研修やインターンシップの様子を
全国に向けて配信し，全国新規就農相談センターのホームペ
ージで事業の周知を行っている。意見を踏まえ，平成２９年
度は「農の宝島!!とくしま」にfacebookページを追加する委
託契約を締結しており，ホームページで全国に向けて情報発
信を行う。
また，委託先において，業務内容や研修生募集広告・印刷

物作成に要する経費を安価にできるよう，従来より相見積り
をとっている。平成２９年度から，その見積り結果を県でも
確認を行い，削減に努めた。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

１０ 農業ビジネス・エキスパート育成推進事業

ウ 事業内容の有効性・効率性

134 (ｱ) ６次産業化講座および農業法人経営講座

講師等の謝金・費用弁償，講座テキスト代については 平成２９年度の農業経営育成コースの受講生は２１人，平 （その後の取組）
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高額とは言えず妥当な金額と言えるが，約１５０万円の 成３０年度は１４人となった。さらに，平成３０年１月から
予算に対して参加者が少ない。特に農業法人経営講座に 「農の宝島!!とくしま」ホームページにおいて，県外者向け
おいては７名と極めて少人数であり，今後の本講座の周 に分かりやすい掲載を行い周知している。
知（特に県外への周知）が必要ではないだろうか。 また，平成２９年度以降，講座修了時に農業法人，社会保
また，農業法人経営講座では修了者に対し修了考査等 険労務士等で構成する審査会で受講者が自ら目指すアグリビ

を実施しておらず，その効果測定ができていない。今後 ジネスプランを発表し，理解度，習得度を継続して測定して
は修了考査等を実施することにより，修了者の能力審査 いる。
そして講座内容の良否の判定を行う必要があると思われ （農林水産総合技術支援センター 経営推進課）
る。（意見）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２８年度農業法人経営講座を再編し，平成２９年度は 措置済み

受講者の参加意欲を高めるよう農業経営者育成コースを設置
した。県で運営しているホームページ「農の宝島!!と
くしま」においても，トップページで募集を行い，平成
２９年度の受講生は２２人となった。さらに，平成３０年度
の募集を平成３０年１月から，県外者向けに分かりやすい掲
載を行い，ホームページにより周知する。
また，効果測定については，講座修了時に，修了者が自ら

目指すアグリビジネスプランの発表を行い，農業法人，社会
保険労務士等で構成する審査会において，理解度，習得度を
測定している。平成２９年度は，ご意見を受け，審査員の評
価項目に修了者の理解度確認の項目を更に取り入れた。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

134-135 (ｲ) 農の宝島！！とくしまフィールドワーク推進事業

インターンシップ受入農家謝金，県外大学訪問旅費等 当該事業を周知するため県で運営しているホームページに （その後の取組）
については高額とは言えず妥当な金額と言えるが，約 おいて，本県で実施しているインターンシップの内容が分か
９０万円の予算に対して，県内に就農した者および県内 るよう情報発信を継続している。
の農業関連企業に就職した者の数の合計が３名と少な また，大学生にインターンシップに参加してもらえるよう，
い。当インターンシップに参加した大学生が２１名であ 職員による訪問等を継続している。
るから，その効果は７分の１ということになる。 平成２９年度から，徳島大学生物資源産業学部と連携して
今後はより多くの大学生にインターンシップに参加し インターンシップの受入れを開始し，平成２９年度１３名，

てもらえるよう，本事業を全国に周知徹底するとともに， 平成３０年度７名の学生が参加した。
より多くの農業系大学を訪問し参加者の確保に努めるこ 受入農家数については，平成２８年度は，農家数７０件で
とが必要である。また，受入農家等の確保も今後必要に あったが，平成３１年３月末で８３件となっている。
なってくると思われる。（意見） （農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
県で運営しているホームページにおいて，従来文章だけの 措置済み

配信を平成２８年度からインターンシップの様子の画像を配
信した。
また，平成２８年度は県外の訪問大学を平成２７年度の５
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大学から１１大学に増やし，平成２９年度も１１大学を訪問
予定である。
受入農家等の確保のため，平成２６年度から農家台帳を整

備した。
平成２８年度は，農家数７０件であったが，意見を受け，

農家に登録を呼びかけ，平成２９年７月末で８１件となって
いる。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

１１ 「農林水産業」新たな担い手まるごと支援事業（新規就農者経営発展まるごとサポート事業）

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

138 (ｲ) 農業施設等貸与事業

要件審査について，最低でも，事業計画と関係書類等 今後，同様の国貸与事業が実施される場合は，意見を踏ま （その後の取組）
（貸与契約書，物品購入の証憑類等）との突合などは徳 えた要件審査を行うこととしたい。
島県でも実施すべきである。（意見） （農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
農業施設等貸与事業は，国交付金事業であり，平成２７年 措置済み

度に廃止された。
今後，同様の国貸与事業が実施される場合は，意見を踏ま

えた要件審査を行う。
（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

138-139 イ 事業評価の有効性

業績評価指標としては，貸与件数，貸与先の就農継続 事業完了後もリース期間終了年度までは毎年度，機械・施 （その後の取組）
率，貸与先の業績回復率等が重要となってくる。（意見） 設の利用状況等を報告させることとしており，就農の状況を

継続して把握している。
（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２７年度の廃止事業ではあるが，事業完了後もリース 措置済み

期間終了年度までは毎年度，機械・施設の利用状況等を報告
させることとしており，就農の状況を把握する。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

139 ウ 事業内容の有効性・効率性

１年間で１５件もの貸付先があり，しかもどの貸付先 今後，国から同様の事業が提示された場合は，積極的に実 （その後の取組）
も就農継続中ということをとらえると，本事業が平成 施していきたい。
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２７年度のみの事業となってしまうことに疑問を感じ （農林水産総合技術支援センター 経営推進課）
る。就農者の設備投資の一ツールとして，本事業は今後
も継続すべきではないだろうか。（意見） ＜参考：平成29年9月29日公表分＞

本事業は，平成２７年度で廃止された事業である。今後， 措置済み
国から同様の事業が提示された場合は，積極的に実施してい
きたい。

（農林水産総合技術支援センター 経営推進課）

１２ 「農林水産業」新たな担い手まるごと支援事業（もうかる漁業まるごと支援事業）

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

144-145 (ｱ) 水産未利用資源６次化事業

事業遂行手続については適法・妥当と言えるが，公募 平成３０年度にプロポーザル方式により委託先を決定する （その後の取組）
型プロポーザル方式に参加した企業が２社だけだったと 事業はなかったが，今後，プロポーザル方式により委託先を
言うことに懸念が残る。今後は本事業をもっと周知させ， 決定する事業を実施する際は，様々な広報媒体を通じて募集
より多くの企業に参加してもらい契約価額の削減に努め の周知を行うことで参加者数の改善に努めたい。
て頂きたい。（意見） （水産振興課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は，国の交付金を活用し，漁業者と加工業者の連携 措置済み

により，地域に眠る未利用資源に光を当てる６次化商品の開
発を行ったものである。委託先としてアイデアを有する事業
者を募集するため，プロポーザル方式にて決定した。本事業
は，平成２７年度に既に廃止済みであるが，意見を踏まえ，
今後，同様にプロポーザル方式により委託先を決定する事業
を実施する際は，県のホームページ以外でも募集の周知を行
うことで参加者数の改善に努めたい。

（水産振興課）

145 (ｲ) 県南圏域「海の野菜」ブランド化推進事業

本事業の性質上，相見積もりが取れないことは仕方な 平成３０年度においても，同様な性質にある「水産種苗生 （その後の取組）
いとしても，委託料が委託先の言いなりにならないよう 産業務委託事業」の遂行においては，予定価格と実績額との
金額交渉にも注意して頂きたい。（意見） 差異分析を行い，予定価格算定の参考にするとともに，その

上で，見積内訳や内容の妥当性について複数人で確認するな
ど，適正な事業の推進に努めている。

（水産振興課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は，国の交付金を活用し，南部海域の海藻類のブラ 措置済み

ンド化を推進するため，現場における処理技術の開発や，加
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工品の製造を円滑に実施可能な事業者と随意契約により実施
した。本事業は，平成２７年度に既に廃止済みであるが，意
見を踏まえ，平成２９年度において随意契約を行った水産種
苗生産業務等については，見積内訳や内容の妥当性について
複数人で確認したところである。

（水産振興課）

145 (ｳ) 県南「もうかる漁業」推進実証事業①

本事業の性質上，相見積もりが取れないことは仕方な 平成３０年度においても，同様な性質にある「水産種苗生 （その後の取組）
いとしても，委託料が委託先の言いなりにならないよう 産業務委託事業」の遂行においては，予定価格と実績額との
金額交渉にも注意して頂きたい。（意見） 差異分析を行い，予定価格算定の参考にするとともに，その

上で，見積内訳や内容の妥当性について複数人で確認するな
ど，適正な事業の推進に努めている。

（水産振興課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は，国の交付金を活用し，県南部の特性に合致した 措置済み

新たな養殖品目（シカメガキ等）の作出や導入に向けた実証
実験，及び養殖マニュアルの作成を行うため，当該事業が実
施可能な事業者と随意契約により実施した。本事業は，平成
２７年度に既に廃止済みであるが，意見を踏まえ，平成２９
年度において随意契約を行った水産種苗生産業務等について
は，見積内訳や内容の妥当性について複数人で確認したとこ
ろである。

（水産振興課）

146 イ 事業評価の有効性

本事業の評価基準としては，未利用資源の売上高，ヒ 現在，未利用資源の売上高や新たな養殖品種の生産量の向 （その後の取組）
ジキ・シカメガキ等の養殖生産量，新規漁業従事者数等 上を図る事業はないものの，とくしま漁業アカデミーでは，
を設定すべきである。（意見） 研修として，未利用資源を活用した加工品の製造を，また海

部郡の漁協では，平成３０年９月から新たに「藻類」や「カ
キ類」の養殖を行っている。
なお新規漁業従事者数については，平成２８年度は２３人，

平成２９年度は２４人となっている。
（水産振興課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は，国の交付金を活用し，未利用資源の活用促進や 措置済み

新たな養殖品種の導入を通じて漁業従事者の増加を図ること
を目的としたモデル作成事業であり，平成２７年度に既に廃
止済みであるが，意見を踏まえ，今後の未利用資源の売上高
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や養殖生産量，新規漁業従事者数に注視していきたい。
（水産振興課）

ウ 事業内容の有効性・効率性

147 (ｱ) 水産未利用資源６次化事業

本事業をより効果的に行うためには，より多くの業者 とくしま漁業アカデミーの研修生などに，未利用資源を利 （その後の取組）
に参加してもらい，より多くの未利用資源の開発に取り 用した商品を紹介し，未利用資源による加工品の試作に取り
組む必要がある。 組んでもらうことによって，それらの活用の促進に努めてい
そのためには，本事業が参加する業者にとっても収益 る。

性の高い事業にする必要がある。収益性の高い事業にな （水産振興課）
れば参加業者数も増加するとともに，未利用資源の開発
件数も増加すると思われる。 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
今後は参加業者の本事業による業績を公表することに 未利用資源となっている魚種は，そもそも収益性の低いも 措置済み

より，本事業が参加業者にとっても収益性の高い事業で のと考えられており，加工事業者から注目されていなかった
あることを周知する必要があるのではないだろうか。（意 が，本事業の実施により，受託事業者は他の未利用資源にも
見） 注目し，商品開発を進めている。また，業績の公表は，個別

事業者の情報になるので難しいが，売り場等で未利用資源を
使った商品があることで，他社においても刺激を与えている
と考えている。今後は，意見を踏まえ，未利用資源を利用し
た商品の周知等を実施し，未利用資源の活用の促進に努めて
いきたい。

（水産振興課）

147-148 (ｲ) 県南圏域「海の野菜」ブランド化推進事業
(ｳ) 県南「もうかる漁業」推進実証事業

これらの事業の目的は，ヒジキやシカメガキの養殖お 平成３０年９月に「藻類」や「カキ類」の養殖に係る漁業 （その後の取組）
よびアワビ等の種苗の生産を成功させ，漁業の多角化に 権が新たに免許され，安定的な生産に向けた進捗がみられる。
より安定経営そして所得向上による新規就労者の確保を 「藻類」については養殖技術指導を行い，また「カキ類」に
図り，延いては徳島県の人口減少対策に効果的な事業と ついては生食出荷や販路拡大の支援を行っている。
なっていくことにある。 （水産振興課）
産業の少ない地方都市にとっては，漁業の推進という

事業は無くてはならない事業であり，人口減少対策に効 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
果的な事業と言える。そのためには事業を継続して実施 本事業の実施により，生産技術等の開発が完了したため， 措置済み
していく必要がある。本事業の目的達成のためには，今 事業は廃止済みであるが，平成２８年度においては，現場へ
後もある程度の予算を確保し，本事業を成功裏に導いて の普及を目的とし，養殖に必要な資材の導入を支援したとこ
頂きたい。（意見） ろである。平成２９年８月現在，まだ出荷には至っていない

が，生産に係る指導を実施し，安定生産を目指している。ま
た，カキ類については，生食用に出荷を行うため海域の指定
を行うなど，準備を進めている段階である。今後とも，「も
うかる漁業」の創出に向け，様々な機会を捉え，漁業の安定
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経営や所得向上につながる施策を実施して参りたい。
（水産振興課）

１３ 青年漁業者就業給付金モデル事業

150 ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

本事業の遂行手続は適法であり妥当であるが，今後不 平成２９年度以降においても「青年漁業者等就業支援事業」 （その後の取組）
正受給者が現れないよう，所得の確認については所得証 の実施にあたっては，関係者に事業スキームを十分説明し，
明だけでなく，所得税の申告書およびその添付資料であ 必要に応じ，所得税の申告書及びその添付資料である決算書
る決算書を監査することも重要である。（意見） を活用することで，引き続き，不正受給の防止に努めている。

（水産振興課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は国の交付金を活用し経営が不安定な就業直後の青 措置済み

年漁業者の所得を確保するために給付金を支給する事業で，
前年の漁業所得に応じ，年間最大７５万円を給付した。給付
要件である漁業所得については，所得証明書や所属する漁業
協同組合の水揚げ伝票などにより確認を行っていた。本事業
については，平成２７年度に既に廃止済みであるが，平成
２８年度からは直接青年漁業者に給付金を支給するスキーム
を変更し，青年漁業者等を支援する漁業協同組合に対して助
成する「青年漁業者等就業支援事業」として引き続き事業を
実施している。事業の実施にあたっては，意見を踏まえ，必
要に応じ，所得税の申告書及びその添付資料である決算書を
監査することで，引き続き，不正受給の防止に努めて参りた
い。

（水産振興課）

151 イ 事業評価の有効性

本事業の目的は，経営が不安定な就業直後（５年以内） 引き続き，「とくしま漁業マッチングセンター」，「とくし （その後の取組）
の青年漁業者の所得を確保するため給付金を支給し初期 ま漁業アカデミー」及び「青年漁業者等就業支援事業」を一
における離職率を抑えるとともに，担い手を確保・育成 体的に進めることで県外の漁業就業希望者を含め，漁業の担
し漁業の発展に貢献することにある。 い手確保に努めている。
そうであるならば，評価基準として給付対象の漁業就 （水産振興課）

業者定着率１００％だけではなく，給付対象者数も加え
るべきである。 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
さらに，給付対象者に含まれる県外からの移住者数を 平成２８年には「とくしま漁業マッチングセンター」を開 措置済み

加えることにより，人口減少対策にも役立つ指標になる 設し，漁業就業を支援すると共に，平成２９年４月より，（公
のではないだろうか。（意見） 財）徳島県水産振興公害対策基金により「とくしま漁業アカ

デミー」が開講され，漁業の担い手確保・育成に努めている
ところである。これらの取組と，本事業の後継事業である「青
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年漁業者等就業支援事業」を一体的に進めることで，漁業の
担い手確保に努めているところである。本事業は平成２７年
度に廃止済みであるが，意見を踏まえ，担い手対策の中で，
移住者数についても注視し，県外の漁業就業希望者の受入れ
にも積極的に取り組みたい。

（水産振興課）

151-152 ウ 事業内容の有効性・効率性

本事業は現在，有効にまた効率よく実施されており， 「とくしま漁業マッチングセンター（H28開設：東京，徳 （その後の取組）
県にとっては重要な施策と思われる。今後は本事業をよ 島）」，「とくしま漁業アカデミー（H29開講）」及び「青年漁
り多くの漁業就業者に周知徹底させ，さらに有効性のあ 業者等就業支援事業」を一体的に進めることで，漁業の担い
る事業にするとともに，県外漁業就労希望者にも周知し， 手確保・育成事業に取り組んでいる。具体的には，県外の漁
移住者を増加させることにより人口減少対策の一つの施 業就業フェアなどで当該事業を含め本県の取組をＰＲすると
策となって頂きたい。（意見） ともに，平成３０年度はアカデミー研修生の募集開始を，そ

れまでよりも約２ヶ月早め，県外から徳島へ多くの人が訪れ
る８月から実施するなど，新規就業者の確保に努めた。引き
続き，県外からの漁業就業者の確保により，本県の人口減少
対策にも役立てて参りたい。

（水産振興課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は平成２７年度に既に廃止済みであるが，漁業の担 措置済み

い手確保・育成事業を進めているところであり，県外の漁業
就業フェアなどで本県の取組をＰＲし，新規就業者の確保に
努めている。意見を踏まえ，引き続き，県外からの漁業就業
者の確保により，本県の人口減少対策にも役立てて参りたい。

（水産振興課）

１４ 建設産業魅力発信・担い手育成事業（建設技術者育成支援事業）

イ 事業評価の有効性

157 (ｱ) 一級土木施工管理技術検定試験準備講習会

現在の評価基準は，どちらかというと他の建設産業経 平成２８年度以降において，講座（学科）の参加人数，合 （その後の取組）
営力強化支援事業および建設産業の魅力発信事業に適す 格者数について，調査を行い，回答があった者の結果は以下
る評価基準と言える。 のとおりであった。
本事業の最終目標は，建設産業の経済基盤を強化し， （単位：人）

担い手の確保・育成等に取り組むことにより，建設労働
従事者を確保し，今後の建設産業の発展に資すること， 年 度 参加人数 回答者数 合格者数
延いては県内の人口減少対策に貢献することにある。し
たがって，本事業の評価基準としては講座等の参加人数， 平成２８年度 ２６ ２３ １１
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合格者数，建設労働人口増加数等にすべきである。（意
見） 平成２９年度 ２６ １０ ９

平成３０年度 １８ １３ ９

当該事業により建設労働従事者のスキルアップを促すとと
もに回答者は一部に限られるが，参加者の合格率に寄与した。

（建設管理課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は，建設産業の次世代の担い手育成を目的としてお 措置済み

り，当該目的を達成するため，本事業の他，人材確保・育成
支援セミナー，体験や実演等を通し，担い手として期待され
る人材へ建設業の魅力を知ってもらう様々な取組を行ってい
る。そうした取組の評価基準として，「第２期徳島はぐくみ
プラン」における重点目標として，年間２０回実施を設定し
ている。
本事業の最終目標については，左記のとおりであるが，上

記のとおり本事業の取組のみによって，達成されるものでは
なく，多様なアプローチによって，担い手育成を実施するも
のであるため，本事業に係る評価基準は有効なものとして継
続する。新たな取組として,平成２８年度以降は,本事業単体
を検証する指標として，講座の参加人数，合格者数をもって
効果を計ることとした。

（建設管理課）

157-158 (ｲ) 土木施工管理技術テキスト購入・配布

本事業の目的が，県技術職員の技術力向上にあること 購入した土木施工管理技術テキストは課に備え付け，希望 （その後の取組）
から，一級土木施工管理技術検定試験の受験者数，合格 する職員に貸出を行っている。貸出者や研修参加者の一級土
者数および合格率等を評価基準に加え，次年度以降も引 木施工管理技術検定試験の受験者数や合格者数を把握して，
き続き本事業の事業効果を検証すべきである。（意見） 事業効果を検証した。

年 度 受験者数 合格者数 合格率

平成２９年度 １人 １人 １００％

平成３０年度 １人 １人 １００％

テキストの活用により２か年連続で合格者が出ており，事
業の効果を確認した。
また，平成３０年度以降については新たな取組として，研

修に外部講師を招くなど，事業効果の向上に努めている。
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今後も同様に事業の効果を検証していく。
（建設管理課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度においては，テキストの配布者や研修参加者 措置済み

の一級土木施工管理技術検定試験の受験者数や合格者数を把
握して，事業効果を検証した。
今後も同様に事業の効果を検証していく。

（建設管理課）

ウ 事業内容の有効性・効率性

158 (ｱ) 一級土木施工管理技術検定試験準備講習会

参加人数５８名に対し予算額（決算額）は必ずしも非 平成２９年度及び平成３０年度においても，講習会受講者 （その後の取組）
効率的とは言えないが，有効性を考えると合格者が１７ の受験者数，合格者数について，未回答者への追跡調査を実
名（アンケートにより確認している数値），合格率２９． 施し，合格者数の正確な把握に努め，回答があった者の合格
３％というのは思わしくない。 率は，それぞれ９０％，６９．２％であった。
一級土木施工管理技術検定試験の一般的な合格率は約 今後も，合格者数について可能な限り把握に努める。

５０％であることからも，もう少し合格者を増やす努力 （建設管理課）
が必要である。もちろん１７名という数値はアンケート
によるものであり，実際の数値ではないため一概には言 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
えないが，今後は可能な限り受講生にその合否を確認し， 平成２８年度において，講習会受講者の受験者数，合格者 措置済み
合格率を５０％まで上げる必要がある。（意見） 数について，未回答者への追跡調査を実施し，合格者数の正

確な把握に努めたところ，合格率は，４７．８％（回答拒否
を除く）であり，おおよそ５０％の合格率であった。
今後も，合格者数について正確な把握に努める。

（建設管理課）

158-159 (ｲ) 土木施工管理技術テキスト購入・配布

予算面では適切であり問題はないが，その有効性を考 平成３０年度においても，テキストの貸出希望者や研修参 （その後の取組）
えた場合，自己研鑽結果として，監督員（県職員）とし 加者に対して一級土木施工管理技術検定試験の受験への声か
ての十分な施工管理の知識を身につけたか否かを確認す けや受験受付の開始案内を定期的に実施し，受験の申し込み
る必要がある。 状況や合格者数を把握した。
今後は，テキストの配布者に一級土木施工管理技術検 今後も同様に事業の効果を検証していく。

定試験を受講して頂き，その合格者数の把握に努めなけ （建設管理課）
ればならない。（意見）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度においては，テキストの配布者や研修参加者 措置済み

に対して，一級土木施工管理技術検定試験の受験への声かけ
や受験受付の開始案内を定期的に実施し，受験の申し込み状
況や合格者数を把握した。
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今後も同様に，事業の効果を検証していく。
（建設管理課）

１５ 建設産業魅力発信・担い手育成事業（フィールド講座モデル事業）

163-164 イ 事業評価の有効性

本事業の本来の目的は講座等を開催することではな 平成２９年度及び平成３０年度において，受講生にアンケ （その後の取組）
く，県外からの転居者を含め多くの建設産業への就労者 ートを行った。
を増やすこと，またスキルアップを図ることにより建設 アンケートの回収が完了した平成２９年度においては，
産業を支援し地域経済の活性化および地域防災力の向上 １５名の回答者のうち，未就業者及び建設企業以外の企業に
等に寄与することである。講座等を開催したというだけ 勤務している者４名において，受講後建設企業へ就職・転職
では，本来の目的が達成されたのかどうか解明できない。 した者はいなかったものの，建設企業に勤務している者１１
今後は，受講生のうち建設会社へ就職した者の数，割 名のうち，１０名が勤務先での高度な仕事を任されるように

合等を把握し事業効果を検証すべきである。（意見） なった，評価があがったなどやりがいにつながったと回答が
あった。

（建設管理課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は，上述の建設技術者育成支援事業と同じく，多様 措置済み

なアプローチにより，担い手育成を行おうとするものであり，
その評価基準については,「第２期徳島はぐくみプラン」に
おける重点目標として年間２０回実施としている。
平成２９年度においては，本事業単体を検証する指標とし

て，講座開催後に,受講生にアンケート用紙を配付，回収し，
事業効果の検証を計ることとし，受講生に対する同用紙を作
成した。
今後も事業実施の際には，同様の調査を実施する。
アンケート内容
・未就業者及び建設企業以外の企業に勤務している者：建
設会社へ就職・転職した者の数やその割合

・既に建設企業に勤務している者：受講によるスキルアッ
プが勤務先での従事業務や待遇の改善との関連

（建設管理課）

164 ウ 事業内容の有効性・効率性

本事業は今後さらに有効的に，効率的に実施していく 平成２９年度及び平成３０年度において，県外からの転入 （その後の取組）
必要がある。今後は周知方法を徹底させ，より多くの参 者やこれからの転入予定者を含め，広く徳島県内で就職を希
加者を募集することが大切になってくる。 望する者にも当該講座開催の情報が伝わるよう，就職支援情
そして参加者には徳島県内の建設産業に従事してもら 報サイト「ジョブナビとくしま」に記事掲載を行った。

うため，徳島の建設産業の魅力を今以上に伝えてもらう また，講座開催時には参加者へ向けて，リーフレット等に
とともに，さらに県外からの就職・転職者の増加に繋げ より徳島県の建設産業の魅力を紹介し，建設産業への人材定
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てもらいたい。（意見） 着を図った。
（建設管理課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度においては，県外からの転入者，これからの 措置済み

転入予定者を含め，広く徳島県内で就職を希望する者にも当
該講座開催の情報が伝わるようＷｅｂ掲示板等を活用して，
情報発信を行うこととした。
また，講座開催時には参加者へ向けて，リーフレット等に

より徳島県の建設産業の魅力を紹介し，建設産業への人材定
着を図りたい。

（建設管理課）

１６ 情報通信関連産業雇用促進支援事業

166-167 ウ 事業内容の有効性・効率性

コールセンターやデータセンター等の情報通信関連事 平成２８年度から平成３０年度まで，厚生労働省の「戦略 措置済み
業所に対する支援事業としては，本事業のほかに，「新 産業雇用創造プロジェクト」を活用した「新成長分野人材育
成長分野人材育成支援事業」（労働雇用戦略課）や「地 成支援事業（補助金）」（労働雇用戦略課）を実施した結果，
方創生人材育成事業」（産業人材育成センター）があり， ３年間での目標雇用者数４２人に対し，実績１３０人（平成
一定の雇用は生み出しているようである。 ３１年３月末時点）となり，多くの雇用を生み出した。
ただ，情報通信関連産業が，徳島県の強みである全国 今後は，第４次産業革命などの社会情勢の変化を踏まえ，

屈指のブロードバンド環境を活かすことのできる成長分 情報通信関連事業所の中でも，特に，ＡＩやＩｏＴなどの先
野であり，かつ雇用創出効果が高い産業であるというの 端技術を扱う企業のＩＴ人材の不足に対応するため，人材の
であれば，県単独事業として，本事業と同様の事業を実 多い都市部等からのＩＴ人材確保を促進する事業を国の交付
施する余地があるのか否かを，本事業の効果をより厳密 金を活用して実施していく方針である。
に確認しながら，長期的な視点にたって，事業規模や事 （企業支援課，労働雇用戦略課）
業内容も含め，検討してみるべきである。（意見）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
当事業は厚生労働省の「緊急雇用創出事業」を活用して平 検討中

成２６，２７年度の２か年度にわたって実施したものである。
平成２８年度からは同様の事業として，同省の「戦略産業

雇用創造プロジェクト」を活用した「新成長分野人材育成支
援事業（補助金）」（労働雇用戦略課）を実施しており，平成
３０年度まで実施する予定である。
平成３１年度以降の事業実施については，そのときの国の

実施事業や社会情勢の変化等を踏まえながら検討したい。
（企業支援課，労働雇用戦略課）

１７ 成長関連産業集積促進事業

170-171 イ 事業評価の有効性
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本事業の目的が県内経済の活性化及び雇用機会の確保 事業の一部であったビジネスフォーラムについて，引き続 （その後の取組）
にある以上，雇用創出の効果を人数で示す評価基準の設 き，企業の誘致数や集積数等の効果を十分意識しながら事業
定を，その設定が不可能であるという事情がない限り， を実施している。
検討してみるべきである。（意見） （企業支援課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業は平成２７年度で既に廃止済みである。 措置済み
事業の一部であったビジネスフォーラムについては継続し

ており，本県の立地優位性をＰＲすることで，企業を誘致す
ることを目的とし，企業の誘致数や集積数等の効果を十分意
識しながら事業を実施している。

（企業支援課）

171 ウ 事業内容の有効性・効率性

「景気見通しの不透明さ，ますます激化する各自治体 平成３０年度においても，平成３０年１１月１日に東京で （その後の取組）
間の誘致競争など，企業立地を取り巻く環境は依然と厳 開催したビジネスフォーラムでは就職マッチングイベントと
しいが，引き続き，成長分野にターゲットを絞った効率 の同時開催を，また，平成３１年１月３１日に大阪で開催し
的かつ戦略的な企業誘致を推進する。」と今後の方針を たビジネスフォーラムでは新たに市町村ＰＲブースの設置を
定めており，フォーラムの内容も毎回工夫されているよ 行うなど，より一層の工夫を凝らした形で事業を実施した。
うではあるが，目標達成のために，より一層の工夫が望 （企業支援課）
まれるところである。（意見）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
平成２９年１１月２日に開催した「徳島ビジネスフォーラ 措置済み

ムin東京」及び平成３０年２月６日に開催した「とくしまビ
ジネスフォーラムin大阪」では，展示ブースにおいて新たに
藍関連企業の製品展示を行い，徳島の魅力や先進性をＰＲし
た。
さらに「とくしまビジネスフォーラムin大阪」では，ベン

チャー企業枠として「徳島大学発のベンチャー企業」の講演
や展示も行った。

（企業支援課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度においても工夫を凝らす予定である。 検討中

（企業支援課）

１８ 外資系企業対日投資促進事業

174-175 ウ 事業内容の有効性・効率性

外資系企業の投資は短期間で実現できるものではない 平成２９年度以降においても，引き続き，特化した予算措 （その後の取組）
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ので，事業内容の有効性・効率性を即断することはでき 置は取らず，企業誘致事業全体の中で，情報収集・ＰＲ活動
ないが，本事業のように，最終的な目標達成の実現可能 を行い，補助制度も活用しつつ，外資系企業の誘致の実現を
性が非常に低いと判断せざるを得ないものについては， 図っているところである。
例え，国の補助金が利用でき，県財政に直接的な不利益 （企業支援課）
を及ぼさない場合であったとしても，最終的な目標達成
の実現可能性の程度や県全体に与える影響を総合的に見 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
極めたうえで，実施するか否かを慎重に検討するべきで 本事業は平成２７年度で既に廃止済みである。 措置済み
ある。（意見） 平成２８年度以降については，特化した予算措置は取らず，

企業誘致事業全体の中で，情報収集・ＰＲ活動（個別企業訪
問，ホームページによる情報発信等）を継続して行い，補助
制度も活用しつつ，誘致の実現を図ることとしている。

（企業支援課）

Ⅳ ＵターンやＩターン等県外からの労働人口の流入に寄与するもの

報告書
項 目 指 摘 及 び 意 見 講 じ た 措 置 等 措置状況

ページ

１ 攻めの「ＵＩＪターン」獲得促進事業

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

(ｲ) 大学生等と企業のマッチングイベントの開催

179-180 a 委託先選定の手続きの適法性・妥当性

４回のイベントのうち３回について，プロポーザルを 平成３０年度においても，プロポーザルにより委託先を選 （その後の取組）
経ておらず，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第 定した。
２号に基づく随意契約とすることの根拠を欠いていると （労働雇用戦略課）
言わざるを得ない。
過去の実績や全体運営事業者との連携や周知広報など ＜参考：平成29年9月29日公表分＞

の点において，当該委託先を選定するメリットはあった 平成２９年度は，プロポーザルにより委託先を選定した。 措置済み
かもしれないが，それのみで随意契約の理由である「類 （労働雇用戦略課）
似の団体がないこと」にはあたらない。
契約金額が最も安価であろうとの推察のもと，随意契

約で委託先を選定するのではなく，業務内容によっては
プロポーザルを経る，あるいは必要経費の見積もりをと
り，その金額が妥当なものであるか，また，委託先とし
て最適であるか，比較検討すべきである。（指摘）

ウ 事業内容の有効性・効率性
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(ｱ) プロフェッショナル人材ＵＩＪターン助成金

183-184 b 周知方法の妥当性

より効果の上がる周知方法につき工夫されたい。（意 平成３０年度からは，関連事業実施職員が企業訪問する際 （その後の取組）
見） に,当該制度について丁寧な説明を実施するに加え,県ホーム

ページの労働雇用戦略課ページにおいて注目情報として掲載
し周知に努めた。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度からは，関連事業実施職員が企業訪問する際 措置済み

にパンフレットを配布するだけでなく，当該制度について説
明するなど，丁寧な周知をすることとした。

（労働雇用戦略課）

184 c 実績

助成金制度の周知・募集の方法を工夫し，努力すべき 意見を踏まえ,引き続き周知・募集をした結果,正社員雇用 （その後の取組）
である。（意見） 数は,平成２９年度は７名，平成３０年度は１０名の実績があ

った。
（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
意見を踏まえ，周知・募集をした結果，正社員雇用数は， 措置済み

平成２７年度は１名，平成２８年度は６名の実績があった。
（労働雇用戦略課）

(ｲ) 大学生等と企業のマッチングイベントの開催

185 b 周知方法の妥当性

イベントの周知方法につき，集めた情報を踏まえて， 平成３０年度においては，アンケート調査の結果を踏まえ， （その後の取組）
工夫するべきである。（意見） 大学生等への周知方法として，大手就活サイトからのダイレ

クトメールや大学キャリアセンターを通じた広報を行った。
また，保護者に対するアプローチとして新聞広告を行うなど，
周知方法の改善を行った。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
平成２９年度においては，アンケート調査の結果を踏まえ 措置済み

て，大学生等への周知方法としてウェブツールを取り入れ，
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大手就活サイトのバナー広告やＳＮＳ，インターネットの検
索サイトを利用するなど，周知方法の改善を行った。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度は参加者に対するアンケート調査の結果を分 検討中

析し，より効果が見込まれる方法で周知を行う予定である。
（労働雇用戦略課）

185-186 c 実績

イベントにおける具体的な問題点について，現場に立 平成３０年度においても引き続き，イベント開催中に県の （その後の取組）
ち会った職員がその場で改善するべきであった。（意見） 担当者が企業ブースを積極的に巡回・点検し，問題点の把握

に努め，きめ細やかな対応を行い，来場者と企業との円滑な
マッチングが図られ，概ね好評を得られた。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
イベント開催中に県の担当者が企業ブースを積極的に巡回 措置済み

・点検し，問題点の把握に努め，きめ細やかな対応を行った
結果，来場者と企業とのより円滑なマッチングが図られ，概
ね好評を得られた。

（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度は，イベントにおける具体的な問題点につい 検討中

て，その場で対応可能なものについては改善し，難しい場合
は後日対応するなど，きめ細かな対応に努める。

（労働雇用戦略課）

東京でのイベント開催をやめるのではなく，過去のイ 効果的なイベントの実施及び内容の充実を図るため，平成 （その後の取組）
ベントから明らかになった課題を踏まえて，より充実し ３０年度においては，移住・事業承継部門等と合同で東京で
たイベント開催を目指すべきである。また，開催場所以 のイベントを開催した。
外の点においても，実際に開催する際には，アンケート 平成３１年度においては，大学との連携により新たな展開
結果も参考にして問題点を改善するよう努力すべきであ を目指す。
る。（意見） （労働雇用戦略課）

＜参考：平成30年5月31日公表分＞
平成２９年度は，地方創生の観点から，東京でのマッチン 措置済み

グイベントを開催し，移住コーナーを設けるなどして内容を
充実させた。また，平成３０年度においても，引き続き東京
で開催する予定である。なお，今後も，ウェブツールを取り
入れるなど効果的な周知に努めるとともに，アンケート結果
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を反映させ，より良いイベントの開催を図る。
（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度は，参加者からのアンケート結果を踏まえ， 検討中

東京で開催する予定である。
また，開催場所以外の問題点についても，引き続き，アン

ケート結果を参考に，次回のイベントに反映する予定である。
（労働雇用戦略課）

(ｳ) 「ジョブナビとくしま」「ジョブカフェとくしま」のシステム改修

186-187 b チラシについて

チラシの配布場所，方法等について，より効果が上が 平成３０年度においても引き続き，メールマガジンの活用 （その後の取組）
るように改善するよう検討すべきである。（意見） や，インターネットで閲覧できるようチラシを県ホームペー

ジに掲載した。
（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度は，より効果を上げるため，メールマガジン 措置済み

の活用や，インターネットで閲覧できるようチラシを県ホー
ムページに掲載した。

（労働雇用戦略課）

(ｴ) 全体について

187-188 a 首都圏との違いのアピールについて

徳島県では首都圏に比べて低い収入額であったとして 平成３０年度においても引き続き，他課との連携を図り， （その後の取組）
も，家賃や物価が安いことなどから，首都圏に比べて豊 県外の就職相談会等において，徳島での住みやすさについて
かな生活を送ることができる現実がある。質問を受けた も積極的に最新の情報を発信した。なお，今後パンフレット
場合に説明するだけではなく，上のような現実を積極的 を作成する際には，意見を踏まえたものを作成したい。
に伝える努力が不可欠である。 （労働雇用戦略課）
また，ジョブステーションのパンフレットを作成する

際には，より一層幅広い職種の実例を紹介することを検 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
討すべきである。（意見） これまでも，徳島県で住むことのメリットについて，情報 措置済み

を発信してきたところであるが，平成２９年度からは，他課
との連携により，徳島での住みやすさについても，県外での
就職相談会等において，積極的に最新の情報を発信している。
今後とも，徳島の魅力や就職情報をアピールしていきたい。
なお，パンフレットを作成する予定は今のところないが，

今後作成する際には，意見を踏まえたものにしたい。
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（労働雇用戦略課）

188-189 b 他の課との連携について

今後も関連する他の課との連携を深め，無駄なく効果 平成３０年度においても引き続き，県外での就職相談会等 （その後の取組）
的に事業を推進されたい。（意見） において移住に関する相談を受け付けるなど，関係課と連携

を深め，効果的な事業を推進している。
（労働雇用戦略課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
引き続き，県外での就職相談会等において移住に関する相 措置済み

談を受け付けるなど，関係課と連携を深め，効果的な事業を
推進している。

（労働雇用戦略課）

２ 大学連携・地方創生推進事業

イ 事業評価の有効性

193-194 (ｲ) 大学連携・地域活性化人材育成支援事業

具体的な目標について，「ｖｓ東京『とくしま回帰』 事業名は，大学連携・地域人材育成事業に変更となってい （その後の取組）
総合戦略」の全体的な目標にとどまらず，本事業独自の るが継続して，学生の県内定着に向けた取組みを推進してい
数値を設定することを検討されたい。（意見） る。

平成２９年度に本事業独自の数値目標として，平成２９年
７月に実施したアンケート結果をもとに，本事業に参加した
学生の県内定住希望率１０ポイントアップを目指すこととし
ていた。
しかしながら，平成２９年度に実施したアンケート調査に

ついては，その回答者に学部の偏り等が見られたため，見直
しを検討している。
平成３０年８月に，県内の８高等教育機関，産業界，行政

機関が連携して，人材育成と県内定着の促進などを行うため，
新たに立ち上げた組織を活用し，より正確な実態を把握でき
るよう努める。

（県立総合大学校本部）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業独自の数値を設定することを検討するため，平成 措置済み

２９年７月に県内高等教育機関の学生を対象にアンケート調
査を実施した。調査結果を分析したところ，フィールドワー
クを実施する科目を受講した学生の方が県内に定住したいと
いう意識が高かったことから，本事業独自の数値目標を設定
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するとともに，継続的に調査を実施し，フィールドワークに
よる県内定着の意識の高まりを確認することとした。

（県立総合大学校本部）

ウ 事業内容の有効性・効率性

194 (ｱ) 大学等サテライトオフィス開設支援事業

これまでに対象としている４大学以外の大学に対して 関西圏の大学を中心に広く働きかけを行った結果，平成 （その後の取組）
も，広く募集し働きかけることを検討されたい。（意見） ３０年３月に関西圏の大学が新たにサテライトオフィスを美

波町に開設した。
（県立総合大学校本部）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
平成２９年度において，より一層の地域の課題解決，活性 措置済み

化を図るため，大学等が地域と連携して教育・研究活動，社
会貢献活動，課題解決などに取り組むサテライトオフィスの
設置について，関西圏の大学を中心に広く働きかけを行った。

（県立総合大学校本部）

194 (ｲ) 大学連携・地域活性化人材育成支援事業

これまでに対象としている４大学以外の大学に対して 関西圏の大学を中心に広く働きかけを行った結果，関西圏 （その後の取組）
も，広く募集し働きかけることを検討されたい。（意見） の大学がサテライトオフィスを拠点に，平成３０年３月，同

年１２月及び平成３１年３月と継続的に地域住民等と連携し
た防災対策に関するフィールドワーク活動を実施した。

（県立総合大学校本部）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
本事業で実施している大学生等が地域の課題解決に取り組 措置済み

む「地域連携フィールドワーク講座」について，「大学等サ
テライトオフィス開設支援事業」と併せて，関西圏の大学を
中心に広く働きかけを行った。

（県立総合大学校本部）

３ 移住・交流情報発信強化事業

ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

(ｱ) 移住交流支援体制整備事業

200-203 e 移住交流フェア用グッズ作成業務
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支出負担行為に係る一連の書類の記載方法を改善し， その後締結した委託契約についても，引き続き県の随意契 （その後の取組）
２号随意契約とする根拠の内容が十分に伝わるようにす 約ガイドラインを参考に，条文の趣旨に沿った適正な随意契
べきである。（意見） 約理由の記載を徹底するよう努めている。

（地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号により随意契 措置済み

約を締結する場合の根拠の記載方法については，一部の支出
負担行為の立案文書において，記載内容が不十分な事案があ
ったことから，御意見を受け，県の随意契約ガイドラインを
参考に，条文の趣旨に沿った適正な随意契約理由の記載を徹
底するよう改善した。

（地方創生推進課）

事業費の大半が，委託先から外注先に支払われる費用 その後締結した委託契約には，委託先から外注先に支払わ （その後の取組）
であることからすると，その金額の妥当性を事後的に確 れる費用が大半であるものはないが，同様の契約を締結する
認できるようにするため，委託業務完了報告書に外注先 際には，外注先を具体的に記載させるよう努める。
を具体的に記載してもらうべきである。（意見） （地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
委託契約において，委託先から外注先に支払われる費用が 措置済み

大半である場合には，委託業務完了報告書に外注先を具体的
に記載するなど，改善することとした。
なお，当委託業務で作成したグッズ（ポロシャツ）を，平

成２９年３月に追加発注した際に，外注先の発行した請求書
を提出してもらい，金額の妥当性を確認した。

（地方創生推進課）

(ｲ) 移住・交流情報強化事業

203-204 a 徳島県移住・交流ウェブサイト構築業務

プロポーザル方式をとったとしても，参加者が少なけ プロポーザル方式による業者選定を行う場合には，適正な （その後の取組）
れば競争原理が十分に働かないおそれがある。適正な競 競争が担保される参加者数の増加に向けて，県のホームペー
争が担保されるだけの参加者数が確保できるようにより ジ以外でも募集の周知を行うよう努めている。
一層工夫することが望ましい。（意見） （地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
当委託事業は平成２７年度に終了しており,当分の間ホー 措置済み

ムページの構築を行う予定はないが，今後，他の委託事業に
おいて，プロポーザル方式による業者選定を行う場合には，
御意見を受け，適正な競争が担保される参加者数の増加に向
けて，県のホームページ以外でも募集の周知を行うこととす
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る。
（地方創生推進課）

プロポーザルを経たとはいえ，上記のとおり２社の比 平成２９年度以降，プロポーザル方式による業者選定を行 （その後の取組）
較しかできていない。金額の妥当性が担保されるよう， う事業はないが，今後，同様の事業を実施する場合には，適
より一層の工夫を検討することが望ましい。（意見） 正な競争が担保される参加者数の増加に向けて，県のホーム

ページ以外でも募集の周知を行うこととする。
（地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
当委託事業は平成２７年度に終了しており,当分の間ホー 措置済み

ムページの構築を行う予定はないが，今後，他の委託事業に
おいて，プロポーザル方式による業者選定を行う場合には，
御意見を受け，金額の妥当性が担保される参加者数の増加に
向けて，県のホームページ以外でも募集の周知を行うことと
する。

（地方創生推進課）

204-205 b とくしま移住者受入れガイドブック作成業務

２号随意契約により委託契約するのであれば，その根 その後締結した委託契約についても，引き続き県の随意契 （その後の取組）
拠と理由を分かりやすく明確に記載するよう，改善すべ 約ガイドラインを参考に，条文の趣旨に沿った適正な随意契
きである。（意見） 約理由の記載を徹底するよう努めている。

（地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号により随意契 措置済み

約を締結する場合の根拠の記載方法については，一部の支出
負担行為の立案文書において，記載内容が不十分な事案があ
ったことから，御意見を受け，県の随意契約ガイドラインを
参考に，条文の趣旨に沿った適正な随意契約理由の記載を徹
底するよう改善した。

（地方創生推進課）

(ｳ) 民間移住支援団体・企業等との連携推進

205-207 a 「とくしまで住み隊」会員証及び「とくしま移住サポート企業」表示ステッカー作成業務

支出負担行為に係る一連の書類の記載方法を改善し， その後締結した委託契約についても，引き続き県の随意契 （その後の取組）
２号随意契約とする根拠の内容が十分に伝わるようにす 約ガイドラインを参考に，条文の趣旨に沿った適正な随意契
べきである。（意見） 約理由の記載を徹底するよう努めている。

（地方創生推進課）
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＜参考：平成29年9月29日公表分＞
地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号により随意契 措置済み

約を締結する場合の根拠の記載方法については，一部の支出
負担行為の立案文書において，記載内容が不十分な事案があ
ったことから，御意見を受け，県の随意契約ガイドラインを
参考に，条文の趣旨に沿った適正な随意契約理由の記載を徹
底するよう改善した。

（地方創生推進課）

事業費の大半が，委託先から外注先に支払われる費用 その後締結した委託契約においては，委託先から外注先に （その後の取組）
であることからすると，その金額の妥当性を事後的に確 支払われる費用が大半であるものはないが，今後，同様の契
認できるようにするため，委託業務完了報告書に外注先 約を締結する際には，外注先を具体的に記載させることとす
を具体的に記載してもらうべきである。（意見） る。

（地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
委託契約において，委託先から外注先に支払われる費用が 措置済み

大半である場合には，委託業務完了報告書に外注先を具体的
に記載するなど，改善することとした。

（地方創生推進課）

207-208 イ 事業評価の有効性

具体的な達成目標を設定した場合には，それを示す資 移住体験ツアー等においては，事業がより効果的に実施さ （その後の取組）
料を作成しておくべきである。（意見） れるよう，具体的な達成目標を設定し，委託先には業務完了

報告書にその成果を記載してもらい，県においてもツアーレ
ポート等，目標と成果を検証した資料を作成している。

（地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
移住者数や移住相談件数などは，以前から「新未来『創造』 措置済み

とくしま行動計画」において目標を設定し，進捗管理及び評
価を行っているが，御意見を受け，平成２９年度からは，移
住体験ツアーをはじめとした個々の委託事業についても，で
きる限り具体的な達成目標を設定するとともに，委託先には
業務完了報告書にその成果を記載させ，完了検査において目
標と成果を検証した資料を作成し，次年度の事業内容の見直
しに役立てるよう改善することとした。

（地方創生推進課）

４ とくしま林業アカデミー事業

211-212 イ 事業評価の有効性
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林業労働者の高齢化率が高く，今後の離職率も高まる 新次元林業プロジェクトでの戦略目標である新規林業就業 （その後の取組）
ことが予想されること，新規林業就業者の定着率が不明 者の増加を図るため，「とくしま林業アカデミー」の定員を
であることなどに鑑みると，「新次元林業プロジェクト」 増加し，平成３０年度は１３名，平成３１年度は１５名を受
に掲げる累計新規林業就業者数の戦略目標数は，見直し け入れるほか，那賀高校森林クリエイト課からも第１期の卒
を迫られる可能性がある。現時点では，「とくしま林業 業生が県内林業事業体へ就業するなど，新規林業就業者の確
アカデミー」の定員を増やすことが最も有効かつ的確な 保に努めた。
対応策であると思われる。１０年という長い期間のプロ （林業戦略課）
ジェクトであるから，その間においては，現状に応じて，
戦略目標の見直しを柔軟に考えるべきであるし，累計新 ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
規林業就業者数の目標数値を上げる場合には「とくしま 本県では，平成１７年度から県産材生産量を増産する「林 措置済み
林業アカデミー」の定員増を検討してみるべきである。 業プロジェクト」に取り組み，平成２８年度までの新規林業
（意見） 就業者は２９９人にのぼり，その定着率はおよそ７３％とな

っている。
また，平成２８年４月に開講した「とくしま林業アカデミ

ー」では当初予定の定員１０名のところ，平成２８年度は
１１名，平成２９年度は１３名を受け入れ，新たな就業者を
養成している。
しかし，平成２７年国勢調査結果（平成２９年２月公表）

では，徳島県の林業就業者数は８２２人と前回調査より１５
名減少し，平均年齢は５０歳を超えていることから，さらな
る新規就業者の確保が必要である。
このことから，若手の就業希望者が集まる「とくしま林業

アカデミー」の平成３０年度募集定員を５名程度増やすこと
とした。

（林業戦略課）

213 ウ 事業内容の有効性・効率性

人口減少対策の面から見ても，「とくしま林業アカデ 県産材の需要拡大を図るため，国内では大都市圏における （その後の取組）
ミー」の定員を増やすことは，検討してみるべき課題で 展示商談会開催をはじめ，幅広い世代の方々に木の良さを発
ある。 信するため，平成３１年２月１６日に全国木育サミットを開
なお，県産材の利用の拡大は，本事業を推進するうえ 催した。また，海外では台湾，韓国を中心に木製品と大工を

での大前提になっている。その大前提が欠けると，新規 合わせた「まるごと輸出」による県産材の輸出拡大に取り組
に林業に就業した者の定着も危うくなる。県産材の県内 んでいる。
外，海外での需要の開拓には，大きな力を注ぐべきであ （林業戦略課）
る。（意見）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
前述のとおり「とくしま林業アカデミー」の平成３０年度 措置済み

募集定員を５名程度増やすこととした。
また，海外での需要開拓については，以前から丸太を中心

に県産材の海外輸出を行っているが，平成２８年１２月には
シンガポールに，平成２９年３月には台湾に新たにショール
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ームを設置し，県産材の魅力を発信するとともに，大工等木
造建築技術伝承や人材交流を進め，海外需用の開拓に取り組
んだ結果，付加価値の高い製品輸出が拡大している｡

（林業戦略課）

５ サテライトオフィスおもてなし推進事業

217-218 イ 事業評価の有効性

進出地域の拡大を第一の目標として評価基準に設定し 平成３０年度においてもアンケート調査を実施したところ，（その後の取組）
つつも，同時に，進出企業数や常駐の就業者数だけでな 循環利用者を含めた実質的な就業者数は増加していた。
く，実質的な就業者数も把握していくようにするべきで 今後も引き続きアンケートを実施し，進出企業によるサテ
ある。（意見） ライト運用の状況を把握し，事業を展開していく上での資料

としていく。
（地方創生推進課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
サテライトオフィスと本社等を行き来する循環利用者も含 措置済み

めた実質的な就業者数を把握するため，平成２９年度，進出
企業に対するアンケート調査を実施した。

（地方創生推進課）

６ 外国人にやさしい徳島づくり推進事業

224-225 ア 事業遂行手続の適法性・妥当性

Ａ財団との随意契約については適切であるとは言い難 引き続き，より効率的な事業の実施に努めるため，平成 （その後の取組）
い。今後は，本県において同様の業務を行っているＢ社 ３０年度の日本語教育のための学習教材作成事業では，県内
団との重複の有無を検討し，指名競争入札等の是非を検 大学の日本語教育を推進している講師等で構成された日本語
討して頂きたい。 教育事業運営委員会を３回開催し，日本語の学習ニーズに対
また，Ａ財団との随意契約は，生活支援講座（日本語 応するために教材内容を検討して作成している。また，経費

教室）開催事業を始め全ての事業を包括した契約となっ が高い翻訳については，在籍する国際交流員の翻訳業務（英
ている。契約金額は２，０６７万５，０００円となって 語・中国語）として実施し，コスト削減を図っている。
おり，Ａ財団はこの範囲内で事業をおこなっている。そ （国際課）
の結果，日本語教育のための学習教材作成事業に３２３
万７，０００円費やしている。この教材は合計で３００ ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
冊作られており，従って作成費用は１冊当たり約１万円 Ａ財団とＢ社団との競合を検討するため，Ｂ社団に聞き取 措置済み
となっている。これは明らかに高額と言わざるを得ない。 りし，その業務内容や実施体制について，確認を行った。Ｂ
このような結果が生じるのは，Ａ財団との契約が包括 社団は，活動対象となる自治体の姉妹都市交流活動を中心に，

的な随意契約となっているためであり，効率的な事業実 外国人相談事業や日本語教室，語学教室などを行っているが，
施のためには委託内容を検討する必要がある。 その実施体制は，１名のパート職員の他は，会員のボランテ
今後は，委託事業の内容を分割する等の見直しを行い， ィアによるものである。

Ｂ社団との競合も考慮に入れるとともに，あるいは教材 これまでの委託先であるＡ財団は，県内の中核的民間国際
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作成なら外部委託する等の方法により，予算の削減に努 交流団体である地域国際化協会として総務省が認定した県内
めて頂きたい。（指摘） 唯一の団体であり，専門の国際交流コーディネーター２名や

多言語相談員２名等を擁するとともに，Ｂ社団を含む県内民
間活動団体や関係機関，相談機関等とのネットワークを有す
る団体である。
本事業の目的は県内全域で在住外国人に対する総合的支援

を実施することであり，日本語教育や外国人支援から得られ
た情報を日本語教材に盛り込み，単なる学習教材でなく地域
情報を提供する冊子とするなど各事業に関連付けて目的を達
するものであり，豊富な経験や専門知識を有し県内全域での
実施体制が整ったＡ財団の他に委託できる事業者がいないた
め随意契約により実施している。
一方で，より効率的な事業の実施に努める必要があるため，

平成２９年度の学習教材作成事業においては，平成２５年度
に本事業で作成した教材が県内の日本語教育関係者のニーズ
が高く，県としてもより多くの方に活用していただけるよう
部数を増やし増補改訂版を作成する予定であり，平成２７，
２８年度の作成費よりも予算を削減するよう努めた。

（国際課）

225 イ 事業評価の有効性

本事業の目的は，外国人を社会の一員として受入れ社 平成３０年度については，「とくしま外国人支援ボランテ （その後の取組）
会から排除されないようにするために，人種・国籍等に ィア」の登録を一元化し，ボランティアがより活動しやすい
かかわらず，県内在住外国人が安全・快適に暮らすこと 体制を構築した。このことによりボランティア活動が促進さ
のできる多文化共生のまちづくりを推進することにある れ，県内在住外国人が安全で安心して暮らせるまちづくりを
が，究極の目的は多文化共生のまちづくりを推進するこ 推進した。また，ボランティアの派遣を依頼する団体等の報
とにより，より多くの県内在住外国人を確保し，人口減 告書において，災害時通訳ボランティアからスキルアップを
少対策に資することにあると思われる。 求める声があったことから，平成３０年度は災害時ボランテ
したがって本事業の評価基準としては，会員の活動に ィアを対象とするスキルアップ研修会を開催し，災害時の具

対する満足度，紹介者数等を加えることも大切ではない 体的な外国人支援や，通訳ができない言語については，やさ
だろうか。（意見） しい日本語で対応するなど，災害時のボランティア活動を促

進した。
（国際課）

＜参考：平成29年9月29日公表分＞
在住外国人の支援を目的とした，このネットワーク制度は， 措置済み

県民の方にボランティアとして登録いただき，様々な支援活
動に参加いただくものである。
従来からボランティアを依頼する団体に，会員からのボラ

ンティア活動の提供を受けた後，活動に対する感想や意見を
記述する報告書の提出を求めている。
評価基準として満足度を数値化するのは難しいが，今後と
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も報告書から得られた感想や意見を活かして，よりよい事業
内容に反映させていく。

（国際課）

226 ウ 事業内容の有効性・効率性

本事業をさらに有効的にするには，新たなニーズを見 従前より，ホームページをはじめＡ財団が発行している多 （その後の取組）
つけるとともに，県内在住の外国人に周知することが重 言語情報誌や，県内スーパーマーケットへの日本語教室のチ
要になってくる。そのためには今の参加者に対しアンケ ラシの配架等により本事業の広報を実施しているところであ
ートを実施し今後のニーズを把握するとともに，参加者 り，ホームページの更新等を継続している。
の口コミの促進，ホームページの開設・更新，ＳＮＳの また，平成３１年度から「地域外国人コーディネーター」
利用等を実施する必要があるのではないだろうか。約５， を設置し，県内在住の外国人の課題を把握するとともに，日
０００人いる県内在住の外国人の全てに本事業を周知し 本語講座等の周知も積極的に行うこととしている。
て頂きたいものである。 今後とも，日本語教育が有効に実施されるよう，教育現場
また本事業を効率的に実施するためには，より少ない や外国人の声を取り入れ，新たなニーズに対応できるよう実

予算でより多くの参加者を確保する必要がある。そのた 施してまいりたい。
めには，委託先の選定に十分注意を払い，可能であるな （国際課）
ら指名競争入札の方法を採用するなど予算削減に努める
とともに，講座等の内容を充実させ参加者の増加に繋げ ＜参考：平成29年9月29日公表分＞
て頂きたい。（意見） 従前より，ホームページをはじめＡ財団が発行している多 措置済み

言語情報誌や，県内スーパーマーケットへの日本語教室のチ
ラシの配架等により本事業の広報を実施しているところであ
り，ホームページの更新等を継続していく。
日本語教室では，通常の日本語講座だけでなく外国人が興

味を持つような体験型の日本語講座を開催しているところで
あるが，平成２９年度はやさしい日本語による落語を聞く講
座の開催など新たな試みを実施し，参加者の増加に努めてい
る。

（国際課）


